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1.ウジュダ空港 
 
モロッコ東部の地方都市ウジュダ市[人口 40 万人 
（参考：カサブランカ 350 万人、モロッコ全土 3,189
万人)]の地方空港。パリへの国際便有。 

2.N17 国際道路（ウジュダ～アインベニマタル）
 
ウジュダから南部へ伸びる幹線道路。舗装状態は良 
好で、ウジュダからアインベニマタルへの陸路での 
資材搬入には特段支障がないと思われる。 

3.団地建設 
 
N17 国際道路上に住宅建設地域が散見され、地域開発 
が進んでいることを確認。一方ウジュダからおよそ 
50Km 南に位置する Jerada 町は、かつてリン鉱山で栄 
えたものの現在は鉱山閉鎖により失業者が増加し社 
会問題となっている。 

4.Jerada 地域に関する看板
 
アインベニマタルを含むジェラダ地域に関する看 
板。看板の表記は「エネルギーと資源の JERADA 地 
域、再生への熱意」 

5.アインベニマタル中心部
 
人口 1.5 万人（大多数は家畜飼育者）を擁するアイン 
ベニマタル地域の中心地。アルジェリアとの国境から 
西に 36 ㎞に位置する。 

6.R606 幹線道路（アインベニマタル中心地以西） 
 
アインベニマタル中心地から PV サイトへ延びる幹線 
道路。舗装状況は資材運搬に特段問題ないと思われ 
る。 



7.送電線 8.ワジ

下記19．ISCC周辺含め、ウジュダ～アインベニマタ
ル間にはこのような送電線が設置されている。

R606幹線道路脇に１ヵ所ワジを確認したが、PVサイ
ト内にはワジは確認されなかった。サイト内では地
下１０～３０ｍ地点に水源がある。

9.周辺住民 10.家畜

大部分が牧畜を生業としており、自家消費用に畑で
野菜を栽培している。聞き取りを行った家族の家族
構成人数は10名～20名。

代表的な家畜は山羊、羊、牛。「blessed guil」と
呼ばれる上質な肉が取れる品種で有名。

11.アインベニマタル第1サイト 12.第1サイト植生その１

大きな高低差がなく平地が広がっているため、大規
模な醸成工事は必要ないと思われる。

植生は主に２種類。（Harmel等）いずれもモロッコ
国の環境規定では植物とみなす必要はなく、伐採可
能。

 

 

 



13.第1サイト植生その２ 14.家畜水飲み場(サイト周辺）

これら植物は家畜が食べる以外の用途はない。PVサ
イトでは、砂塵からPVを守るために敢えて伐採はし
ない予定。

地下水を利用した家畜の水飲み場。

15.サイト内住民居住区（定住者） 16.サイト内住民居住区（遊牧民）

定住者の住居。アインベニマタルサイト内（PV、CSP
含む3000ha）に存在する８軒が同様の住居を構える
と想定される。

ノマドの住居。アインベニマタルサイト内（PV、CSP
含む3000ha）に数件存在する事が想定される。

17．気象観測装置（サイト内） 18.気象データ測定装置（サイト内）

MASENによる気象観測装置。日射量、気温、気圧、湿
度、風速（地上10m）を計測し、3G通信により観測
データをMASEN（ラバト）に送信する。

同左。サイト内の住民がメンテナンスとデータ送信
要員として雇用されている。機材はドイツのCSP
Services社製。

 

 

 



19.ICSS（天然ガスおよび太陽熱発電所、変電所） 20.ウジュダ市街

モロッコで最初の天然ガスと太陽熱の融合発電所。
敷地面積160ha。うち太陽熱収集パネルが88ha。
472MWの発電量（ガスタービン150MW×2台、蒸気ター
ビン172MW）のうち、20MWが太陽熱での発電分。

人口40万人を擁する地方都市。かつてはアルジェリ
アとの国境貿易で栄えたが、西サハラをめぐる外交
関係の悪化により貿易量が減少した。

21．MM締結(MASEN Obaid氏)

MASENにてボードメンバーのObaid氏とM/Mを署名。同
氏は本FSはモロッコ太陽エネルギー計画のうち、PV
設置を推進するための重要な一歩であると認識。

22.モロッコ2000MW太陽エネルギー計画ポスター 23.第1サイトワルザザード500MW事業構想図

2000MWプロジェクトの対象である５カ所のサイトと
は別に、MASENは太陽エネルギー発電に適した他のポ
テンシャル地点のデータ収集・分析を進めている。

2000MW計画の第1サイトであるワルザザードサイト全
体完成図。現在は最終フェーズ3（50MWのPV）のFSを
進めている段階。
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M/M Minutes of Meeting 議事録 
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Water 
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PV Photovoltaic Power Generation 太陽光発電 

R/D Record of Discussion 協議記録 

RAP Resettlement Action Plan 住民移転計画 

RPS Renewable Portfolio Standard 
電気事業者による新エネルギー等の

利用に関する特別措置法 

SIE Energy Investment Institute モロッコ・エネルギー投資会社 

TOR Terms Of Reference 委託事項 

USTDA U.S. Trade and Development Agency 米国貿易開発庁 

WB World Bank 世界銀行 

 



 

 

目     次 
 

モロッコ王国地図 

プロジェクトサイト候補地 

写 真 

略語表 

 

第１章 調査の概要 ····································································································· 1 

１－１ 調査の背景 ·································································································· 1 

１－２ 調査の目的 ·································································································· 1 

１－３ 調査団員構成 ······························································································· 2 

１－４ 調査日程 ····································································································· 3 

１－５ 主要面談者 ·································································································· 5 

 

第２章 協議の概要 ····································································································· 7 

２－１ 協議結果概要 ······························································································· 7 

２－２ 調査結果概要 ······························································································· 8 

２－３ 団長所感 ··································································································· 16 

 

第３章 モロッコにおける太陽光発電の導入促進 ···························································· 18 

３－１ 電力セクターの概況 ···················································································· 18 

３－２ MASEN 及び関係機関とその役割 ··································································· 20 

３－３ 政策・制度 ································································································ 22 

３－４ Solar Energy Plan とその進捗 ········································································· 23 

３－５ 関係機関による人材と産業の育成にかかる動き ················································ 25 

３－６ 他ドナーの状況 ·························································································· 25 

 

第４章 モロッコの環境社会配慮 ················································································· 27 

４－１ ベースとなる環境及び社会の状況 ·································································· 27 

４－２ 相手国の環境社会配慮制度・組織 ·································································· 27 

４－３ 代替案（ゼロオプションを含む）の比較検討 ··················································· 28 

４－４ スクリーニングによるカテゴリ分類 ······························································· 33 

４－５ 予備的スコーピング及び環境社会配慮調査の TOR ············································ 33 

 

第５章 F/S 本体調査の概要と留意事項 ········································································· 44 

５－１ 要請内容及びその妥当性の確認 ····································································· 44 

５－２ F/S 調査の内容 ··························································································· 45 

５－３ F/S 調査における留意事項 ············································································ 46 

 
  



 

 

付属資料 

１．要請書 ············································································································ 53 

２．署名した M/M 及び R/D 案 ·················································································· 71 

３．環境社会配慮サマリー（英文） ··········································································· 89 

４．収集資料リスト ······························································································· 105 

 



 

－1－ 

第１章 調査の概要 
 

１－１ 調査の背景 

モロッコ王国（以下、「モロッコ」と記す）は石油資源への依存度を徐々に下げるべく、再生可

能エネルギー開発を重視しており、2020 年までに、風力及び太陽エネルギーでそれぞれ 2,000MW

の実現を目標としている。特に太陽エネルギーセクターについては、地方部の産業育成、雇用創

出の文脈からもモロッコ政府はその促進に力を入れている。 

太陽エネルギーについては「太陽エネルギー計画」に基づき 2,000MW を達成するための 5 カ所

の地域が既に選定されており、各事業の具体的な計画策定及び実施段階へと移行している。例え

ば、同選定済み地域のうち、1 カ所目のワルザザート（合計 500MW）については、太陽熱発電所

の独立系発電事業者（Independent Power Producer：IPP）が既に決定済であり、今後同地域におい

ては太陽光発電所の建設も予定されている。さらに 2 カ所目の地域であるアインベニマタル（合

計 400MW）についても太陽熱発電、太陽光発電を併用し、求められる発電容量を達成する計画と

なっている。しかし、アインベニマタル地域については、事業性調査（Feasibility Sturdy：F/S）も

実施されておらず、具体的な計画が固まっていない状況である。 

さらに、「太陽エネルギー計画」の推進・実行を担う太陽エネルギー庁（Moroccan Agency for Solar 

Energy：MASEN）は、発電及び工事事業者選定等の業務の一部を外部コンサルタントへ委託して

実施するなど、現状では同計画に取り組むために必要な人材が不足している。 

他方、太陽光発電については、本邦企業からの関心も高いことから、日本政府としても重視し

ており、2010 年 12 月の日・アラブ経済フォーラムにて、日本及びモロッコ政府の関係機関で太陽

エネルギー分野に関する包括的な協力の推進に係る覚書（Memorandum Of Cooperation：MOC）を

締結した。その後も、2012 年 3 月の両国外務大臣間での協議、5 月のモロッコ国王と玄葉外務大

臣との面談時等、数次に渡るハイレベルでの協議の場にて太陽光分野における両国の協力に言及

されてきた。 

このような背景のもと、モロッコ政府は、わが国に対して、アインベニマタル地域における太

陽光発電事業に関する F/S 調査の実施を要請し、これを受けて MASEN をカウンターパート

（Counterpart：C/P）とする太陽光発電事業 F/S プロジェクトの実施をわが国は決定した。 

 

１－２ 調査の目的 

本調査はモロッコにおける太陽光発電事業 F/S プロジェクトの詳細計画策定調査である。F/S 調

査本体で実施する内容・方法の検討に必要な情報を収集するとともに、F/S 調査のスコープについ

て先方関係機関と協議を行った。ただし、本調査は、2 回に分けて実施しており、第 1 回目は 6 月

下旬～7 月上旬の JICA 団員による基礎情報収集と協議記録（Record of Discussion：R/D）協議（F/S

調査スコープの協議）を主体とした調査であり、第 2 回目は 9 月上旬のコンサルタント団員によ

る環境社会配慮に関する調査である。 
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１－３ 調査団員構成 

表１－１ 調査団員リスト 

担当分野 氏 名 所属・役職 

団長 小川 忠之 JICA 国際協力人材部 国際協力専門員 

調査企画 内藤 伸吾 JICA 国内事業部研修企画課 職員 

環境社会配慮 湯本 登 株式会社エネルギー環境研究所 代表取締役 
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１－４ 調査日程 

表１－２ 第 1 回調査日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

as of 5th July, 2013

     Activity

Mr.Tadayuki Ogawa (Team Leader/Photovoltaic Power Generation)
Mr.Shingo Naito (Survey Planning)

1 30-Jun Sun
Haneda 00:40 - 06:20 Paris(AF 283)
Paris 10:30 - 12:20 Rabat(AF 1258)

Rabat

2 1-Jul Mon

8:45:JICA Morocco Office/Meeting with Interpreter (English - French)
10:00: Courtesy call to MEMEE (Ministry of Energy, Mines, Water and
Environment)
(1)Section of Policy and Development
(2)Section of New & Renewable Energy
(3)Basic information gathering

14:00: Courtesy call to MASEN and Schedule confirmation
15:00: Discussion with MASEN based on Questionnaire

Rabat

3 2-Jul Tue

9:00:Discussion on Scope of Work with MASEN for PV F/S in Ain Beni
Mathar
12:00: Move to Casablanca by car(1.5H)
15:00:National Office for Electricity and Potable Water (ONEE)

Casabl
anca

4 3-Jul Wed

8:00: Casablanca to Oujda by Air(Casablanca 8:25 - 10:10 Oujda (AT456))
10:30: Move to Ain Beni Mathar site from Oujda by Car(1.5H)
12:00: Site visit to a candidate site of PV F/S, and power plant and
substation

Oujda

5 4-Jul Thu

6:10: Oujda 06:10 - 07:20 Casablanca (AT451)
7:30: Move to Rabat by Car(1.5H)
11:00: IRESEN (or/and open slot for discussion with ONEE etc)

13:00: Discussion on draft R/D draft  and draft M/M with MASEN

Rabat

6 5-Jul Fri

9:30:Meeting with FENELEC
10:00: Discussion on draft R/D and draft M/M with MASEN
12:30: Signing MM including draft R/D
16:00: Report to EOJ and JICA Morocco Office

Rabat

7 6-Jul Sat
Rabat 13:20 - 17:10 Paris (AF1259)
Paris 19:30 -

On flight

8 7-Jul Sun
          - 14:20 Narita (AF280)

Schedule for Detailed Planning Survey

 on Photovoltaic Power Plant Feasibility Study Project in Morocco

No. Date Day Stay at
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表１－３ 第 2 回調査日程 

Schedule for Detailed Planning Survey 2 

on Photovoltaic Power Plant Feasibility Study Project in Morocco 

 

No. Date Day 

Activity 

Stay at Mr.Noboru Yumoto（Environmental and Social 

Consideration） 

1 1-Sep Sun 
Narita 11:55 - 17:15 Paris（AF 275） 

Paris 19:45 - 21:35 Rabat（AF 1358） 
Rabat 

2 2-Sep Mon

AM: Explanation of Survey plan to JICA Morocco Office 

AM: Meeting with Interpreter（English - French） 

PM: Courtesy call and Discussion with MASEN based on 

Questionnaire  

（ including latest information gathering related to other 

donor organizations） 

Rabat 

3 3-Sep Tue PM:Move to Oujda（Ain Beni Mathar） by car（5hours） Oujda 

4 4-Sep Wed

AM: Move to Ain Beni Mathar site from Oujda by Car（1.5H） 

- Site visit to a candidate site of PV F/S and the existing CSP 

plant 

- Environmental and social consideration-related Information 

gathering at Local Government in Ain Beni Mathar 

Oujda 

5 5-Sep Thu AM: Move to Rabat from Oujda by car （5hours） Rabat 

6 6-Sep Fri 

AM: Discussuin with Department of Environment, MEMEE 

PM: Visit to local environmental consulatants（NOVEC & 

Clean Tech） 

Rabat 

7 7-Sep Sat Documentation Rabat 

8 8-Sep Sun Documentation Rabat 

9 9-Sep Mon
AM: Discussion with MASEN（including a part of R/D draft） 

PM: Visit to local environmental consultant（Phénixa） 
Rabat 

10 10-Sep Tue 

AM: Visit to local environmental consultant（Ecology and 

Environment Inc.） 

PM: Report to JICA Morocco Office 

Rabat 

11 11-Sep Wed
Rabat 13:20 - 17:10 Paris（AF1259） 

Paris 19:30 - 
On flight

12 12-Sep Thu - 14:20 Narita（AF280） 
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１－５ 主要面談者 

表１－４ 第 1 回調査における面談者 

Ministry of Energy, Mines, Water and Environment（MEMEE） 

Ms.Lisser Mohred N/A 

Mr.Zohra Ettaik 
Engineer, Head of Renewable Energy and Energy Efficiency 

Division 

National Office for Electricity and Potable Water（ONEE） 

Mr.Laabi Taoufik Director of Program production project 

Mr.Fait Mohammed Finance division Chief 

Ms.Melloukifilali Louria Division Chief 

Mr.Elmoussaoui Abdelhaquim Solar project Chief 

Mr.Aboderrahim Rachid Technical manager 

Moroccan Agency for Solar Energy（MASEN） 

Mr.Obaid Amrane Board Member 

Mr.Moulay Hafid Bouhamidi Prospection Director 

Ms.Nadia Taobane Structuration Director 

Mr.Moulay Hafid Bouhamidi Prospection Director 

Mr.Jamrani Abderahim Technical conception Director 

Mr.Mustapha Mouadine Charge of Prospection 

Ms.Hana Lakhdar Ghayal Charge of Environment and social consideration 

Mr.Belkabir Mohamed Yassine Senior Analyst 

Ms.Mhamdi Kamilia Technical design engineer 

Ms.Baima Ahal Financial Analyst 

Research Institute of Solar and Renewable Energy（IRESEN） 

Mr.Zakaria NAIMI Charge of Networks and electric Systems 

National Electricity Federation of Electronics and Renewable Energies（FENEREC） 

Mr.Semmaoui Khalid Legal Commission President 

 

Embassy of Japan in Morocco 

Mr.Satoshi Ikoma First secretary 

Mr.Tomoya Saito First secretary 

JICA Morocco Office 

Mr.Koichi Syoji Resident Representative 

Mr.Takashi Yukizawa Officer 

Ms.Noriko Sakamoto Plan investigator 

Ms.Malki Siham Program officer 
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表１－５ 第 2 回調査における面談者 

Ministry of Energy, Mines, Water and Environment（MEMEE） 

Ms. Damghi Hanane Environmental Impact assessment 

Moroccan Agency for Solar Energy（MASEN） 

Ms. Meryem Lakhssassi Environment and social consideration 

Mr. Llias HAMDOUCH Local industry 

Mr.Moulay Hafid Bouhamidi Prospection Director 

Ms.Hana Lakhdar Ghayal Charge of Enviroment and social consideration 

Mr.Belkabir Mohamed Yassine Senior Analyst 

JICA Morocco Office 

Mr.Takashi Yukizawa Officer 

Ms.Noriko Sakamoto Plan investigator 
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第２章 協議の概要 
 

２－１ 協議結果概要 

主に以下の（1）から（5）に示す各項目について、関係機関との協議、現地調査に基づき、MASEN

と確認し、主要な点については議事録（Minutes of Meeting：M/M）として合意を得た。なお、MASEN、

エネルギー・鉱山・水利・環境省（Ministry of Energy, Mines, Water and Environment：MEMEE）間

における協議の結果、R/D の共同サイナーとして MEMEE を含まない事が提案されたが、この場

合 R/D の内容に一部 MASEN として組織的な対応が困難な箇所（R/D 案Ⅱ．5．（2）及びⅢ．）が

含まれたことから、該当箇所を「under discussion」とし、M/M での合意事項からは除外した。除

外した箇所に関しては、在モロッコ日本大使館とモロッコ外務協力省間で締結予定の口上書の内

容に基づき、MASEN にて対応できない事項を MEMEE が対応する等整理を行ったうえで（この場

合共同サイナーに MEMEE を加える）、R/D を締結する事とする。 

 

（1）プロジェクト範囲について 

MASEN からの要請書においては、プロジェクトの範囲としてアインベニマタルにおける

M/P 実施が含まれていたが、これを含めた場合のプロジェクト期間の延長を考慮し、プロジェ

クト範囲は「アインベニマタルにおける太陽光発電事業に関する F/S の実施」とすることを約

束した。また、同様に F/S において「他の太陽光開発ポテンシャル地域における日射・気象デ

ータ測定」を含まないことを確認した。 

 

（2）プロジェクト期間について 

MASEN は、直近の MASEN による F/S 期間が 3 カ月間であったこと、MASEN 側でサイト

候補地における日射量等基礎研究データが揃っている等理由から、プロジェクト期間を JICA

の提案した 13 カ月から 6～9 カ月に短縮する事を提案した。これは当初のスケジュール（2016

年に発電所運転開始）を遵守するためではなく、可能な限り早く系統への影響調査を完了し、

電力・水道公社（National Office for Electricity and Potable Water：ONEE）による系統拡充工事を

依頼する必要があるためである。調査団としては、成果品の品質確保の観点から最短で 11～13

カ月程度は必要となることを説明した。 

 

（3）プロジェクトサイトについて 

MASEN はプロジェクトサイト候補地として、アインベニマタルを含む 3 サイトを提案した

が、協議の結果、プロジェクトサイトはアインベニマタル地域とすることで合意した。なお、

MASEN はアインベニマタル地域での開発を優先案件として、日射量測定など一部の調査を既

に開始しているが、全国のポテンシャルマップを作成する過程において、近隣の 2 サイト（Beni 

Guil、Gourrama）についてもセカンドプライオリティの候補として検討している。今後 MASEN

の直営にて Pre-F/S レベルの調査を実施する予定であることから、本体調査では当該 Pre-F/S 内

容をレビューし、F/S 対象地域を確定したうえで調査を進める必要がある。 

 

（4）環境社会配慮について 

アインベニマタルサイト全体〔太陽光発電（Photovoltaic Power Generation：PV）、集光型太



 

－8－ 

陽熱発電（Concentrating Solar Power：CSP）用地〕の面積は 3,000ha であり、土地所有者は現地

の部族コミュニティであることを確認した。（部族代表が土地取得の交渉窓口となる。）現時点

でこの土地は未取得であり、MASEN は全 4 段階の用地取得手順の 1 段階目を終えた状態であ

ることを確認したうえで、今後 MASEN により用地取得・住民移転計画（Land Acquisition and 

Resettlement Action Plan：LARAP）が準備され、その内容が JICA の環境社会配慮ガイドライン

に相違ないか MASEN・JICA 間で協議を行うことを約束した。 

 

（5）F/S 活動内容について 

F/S において、MASEN によって実施されるアインベニマタル地域の代替サイトにおける

Pre-F/S 内容を確認する事と、PV に関しモロッコにおいてどのような製品・サービスがローカ

ル・コンテンツとして強みを発揮できるか検討することが F/S 活動内容として MASEN から要

請され、活動に加えた。また、PV 発電所の連系により、グリッドに与える影響を調査・確認

する必要があるが、MASEN では ONEE との事前取り決めにより、具体的な調査項目（電圧・

周波数変動、高潮波、安定度他）を委託事項（Terms Of Reference：TOR）としてリストアップ

しており（ミニッツ ANNEX-IV）、F/S 調査においては潮流解析（PSS/E）によりこれら項目を

確認することとした。 

 

２－２ 調査結果概要 

（1）政策・制度の現状 

再生可能エネルギーを普及促進するため、Feed in Tariff や RPS（Renewable Portfolio Standard）

のような制度は導入されておらず、太陽エネルギー発電については、発電事業者～MASEN 間

の電力購入契約（Power Purchase Agreement：PPA）に基づく売電単価と、MASEN～ONE 間の

PPAに基づく卸電力価格の差を国の補助金により拠出する制度がある。後者の PPAについては、

標準的なフレームワークに従い、個別案件毎に地点等を考慮して価格を取り決めている。なお、

風力その他の再生可能エネルギーについては、同補助金は適用されない。 

系統連系については、電圧階級に応じて異なる規制となっている。高圧（60kV 以上）につ

いては、案件毎に MASEN と ONEE の間で締結する PPA に適用条件を記載する取り決めとなっ

ている。中圧（22kV）については ONEE にて連系申請を受理し、技術検討を行う。低圧（380V）

については、現在の法規制（Law No.13）では系統連系が許可されない状況である。MEMEE で

は、住宅用の小規模 PV システムの普及を図るべく、現在禁止されている低圧配電線への系統

連系を許可するための検討を開始している。同様に、中圧配電線への連系についても規制緩和

する方向性である。 

 

（2）F/S 内容確認（アインベニマタル地域で行う F/S の内容にかかる協議） 

① 調査対象地域、発電所規模 

MASEN ではアインベニマタル地域での開発を優先案件として、日射量測定など一部の調

査を既に開始しているが、全国のポテンシャルマップを作成する過程において、近隣の 2

サイト（Beni Guil、Gourrama）についてもセカンドプライオリティの候補として検討して

いる。今後 MASEN の直営にて Pre-F/S レベルの調査を実施する予定であることから、本体

調査では当該 Pre-F/S 内容をレビューし、F/S 対象地域を確定したうえで調査を進める必要
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がある。現時点で確認されている各サイトの情報は以下のとおりである。 

 

表２－１ F/S 対象候補サイト情報 

サイト名 ① Ain Beni Mathar ② Beni Guil ③ Gourrama 

位置 北緯 34°06′ 

西経 2°15′ 

海抜 1,025m 

Ain Beni Mathar より

約 50km 

海抜 1,280m 

Ain Beni Mathar より

約 300km 

海抜 1,440m 

サイトアクセス 国道（舗装道路） 国道（舗装道路） 県 道 か ら 分 岐 約

50km 

変電所アクセス 225kV：約 8km 

400kV：約 60km 

225kV：約 70km 

400kV：約 60km 

225kV：約 100km 

 

年間日射量1 2,191 kWh/m2（DNI）

1,941 kWh/m2（GHI）

2,230 kWh/m2（DNI）

2,015 kWh/m2（GHI）

2,315 kWh/m2（DNI）

2,073 kWh/m2（GHI）

水アクセス 地下水源あり 同左 地下水源なし 

 

なお、当初要請されていたアインベニマタル地域全体の M/P は存在せず、対象地域内で

PV と CSP をどのように配置するのかも未定であり、またそれぞれの導入容量についても白

紙の状況である。アインベニマタル地域全体の開発（400MW）を想定した場合、系統に与

えるインパクトは負荷追従性のない PV の方が CSP に比べ大きくなることから、本体調査

ではまず PV（蓄電設備なし）の導入可能容量を検討する。当該サイトは、MASEN の調査

結果によると2、直達日射量（Direct Normal Irradiance：DNI）が年間 2,191kWh/m2、全天日

射量（Global Horizontal Irradiance：GHI）が年間 1,941kWh/m2 とワルザザート3等の他サイト

と比べ DNI は小さいが GHI が相対的に大きいため、MASEN としても可能な限り PV の導

入を検討したいとの意向である。 

PV 導入可能容量が開発規模に対して比較的小さい（50MW 程度以下）場合は、導入可能

容量を F/S 対象規模として、発電所コンプレックス内で適切な PV 設備の配置計画を検討す

る。PV 導入可能容量が大きく F/S 対象規模の決定が困難な場合には、5MW 程度のユニッ

トにて概略設計を行い、発電容量を柔軟に計画できるよう配慮しつつ、経済財務分析並び

に資金計画の観点から、現実的な発電規模を提案するシナリオが想定される。 

 

② 系統連系による影響調査 

PV 発電所の連系により、グリッドに与える影響を調査・確認する必要があるが、MASEN

では ONEE との事前取り決めにより、具体的な調査項目（電圧・周波数変動、高潮波、安

定度他）を TOR としてリストアップしており（ミニッツ ANNEX-IV）、F/S 調査においては

潮流解析（PSS/E）によりこれら項目を確認することが要請されている。なお、ONEE にて

実施中の「再生可能エネルギー導入時のグリッドへのインパクト調査（スペイン無償）」に

                                                        
1 Ain Beni Mathar以外のサイトについては、衛星観測データを補正して算出（実測なし）しているため、単純に比較することは

できない。 
2 サイトでの過去1年間の測定結果を利用して、過去20年間の衛星観測データを補正し算出したもの。 
3 日射量データベースMeteonorm（2011）によると、DNI＝2,701kWh/m2、GHI＝2,186kWh/m2。 
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ついては、風力発電のみ検討対象となっているとのことである。 

系統連系の方法としては、プロジェクトサイトから約 10km離れた ISCC内の変電所 225kV

二重母線に連系するのが第 1 案である（図２－１）。なお、同変電所は常時無人監視の体制

であり、Bourdim にある地方給電指令所から遠隔監視制御されている。225kV 系統に与える

影響が規定値を超え、十分な PV 発電容量を確保できない場合には、代替案としてプロジェ

クトサイトから約 60km 離れた Bourdim 変電所（400/225kV）の 400kV 側に連系することも

検討する（第 2 案）。ONEE によると、JERADA 石炭火力発電所の建設に伴い、Bourdim 変

電所まで 400kV 送電線が新設される予定であり、これにより 400kV 系統はより高い安定度

を確保できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：ONEE 入手資料に調査団にて加筆） 

 

図２－１ 想定される系統連系の方法 

 

③ 機材投入の必要性 

当初要請されていた気象データ測定については、本調査スキームにて機材供与が不可能

となる点を説明したところ、スコープの対象外とすることで合意を得た。よって、本調査

では機材投入（コンサルタントによる借上）は不要である。 

 

④ 協力期間 

MASEN としては、類似の F/S 調査を 3 カ月程度で完了した経験があり、できるだけ早期
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に調査を完了したいとの意向であるが、これは当初のスケジュール（2016 年に発電所運転

開始）を遵守するためではなく、可能な限り早く系統への影響調査を完了し、ONEE による

系統拡充工事を依頼する必要があるためである。調査団としては成果品の品質確保の観点

から、最短で 11～13 カ月程度は必要となることを説明している。 

 

⑤ ワルザザート案件の進捗 

フェーズ１はトラフ型 CSP のみ 160MW で IPP として計画されており、現在据付工事が

開始されている。フェーズ 2 も CSP のみでトラフ型により 200MW、タワー型で 100MW、

いずれも IPP 案件であり現在事前資格審査中とのこと。最終フェーズ 3 は 50MW の PV で

現在 MASEN の資金により F/S が実施されているところであり、IPP もしくは設計、調達、

建設（Engineering, Procurement, Construction：EPC）として検討されているところである4。 

 

（3）環境社会配慮 

① JICA 環境社会配慮ガイドラインの適用 

F/S において、モロッコ内の環境社会配慮にかかる規定に加え、JICA 環境社会配慮ガイ

ドラインを適用することについて、MASEN からの了承を取り付けた。MASEN はワルザザ

ートの CSP サイトにて、すでに他ドナーに対し同様の手続きを実施済である。この手続き

において、他ドナーの関連規定とモロッコの環境社会配慮規定は共に世界銀行の環境社会

配慮規定を土台にしていたが、JICA の環境社会配慮ガイドラインも同様に世界銀行の規定

（セーフガードポリシー）を土台とするため、特段問題がないことを確認した。 

 

② 共有地の用地取得手続きについて 

モロッコの土地所有は私有地、共有地、政府用地の 3 種類に分類される。私有地の取引

は自由である。共有地（collective land）は私有地であるが、コミュニティの共有地であり、

商業的な取引対象ではない土地である。根拠となる法制度は、1919 年の Dahir〔共有地のト

ラストシップ（信託）及び管理は内務省が行う〕及び 1924 年の Dahir（土地の登記制度：

国土地理院のような独立政府機関が土地登記を管理。モロッコでは、土地登記と土地所有

権登記の双方が確立されている。）1919 年の Dahir 第 4 条により、共有地は無期限で所有で

き、かつ譲渡不可能な土地と規定されている。一方、第 12 条で政府及び政府機関には譲渡

可能と規定されている。 

歴史的には、城塞の内側は支配者の土地で、外側は部族の土地と分類されていた。フラ

ンス植民地化以降、土地の私的所有の概念が導入されたが、部族の土地が自由に取り引き

されることを防止するために 1919 年の Dahir により collective land の概念が導入された。共

有地であっても 10 年以上にわたり開発行為（農業等）を続けて誰も異議を申し立てない土

地は私有地となる。また 1974 年に制定された法律により、外国人及び企業（limited company）

は共有地を購入できないことも規定されている。土地所有権とは別に、土地のリース制度

も導入され、登記の対象となっている（Law 39-08 Code of real right）。特に数年前から始ま

                                                        
4 当初はAfDBによる資金手当てが計画されていたが、AfDBとのスケジュールの調整が不調に終わりMASENの自己資金で実施

されている。 
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った Green Morocco Plan で土地リースが使われている。 

土地取引については、任意の取引と強制収用の 2 種類の取り引きがある。強制収用は公

共目的にために限定して認められており、MASEN も使うことができる。（発電所は電力供

給用の公共性を有する設備であるため）任意取引には、買収、土地交換、贈与、裁判所に

よる司法的判断がある。MASEN は強制的な土地収用ではなく任意の土地購入（所有者との

交渉）行うことにしている。 

このような共有地の取引に関する規制があるため、MASEN は共有地を直接購入すること

ができない。このため、ワルザザートプロジェクトでは公社である ONEE が共有地を購入

し、MASEN に譲渡する形式をとった。この方式はアインベニマタルにも適用される。共有

地のトラストシップは内務省が管理しているため、土地取引には内務省の署名が必要であ

る。土地の取引価格については、共有地を所有するコミュニティとの合意後に、ローカル

オーソリティ（governor 等）の承認、内務省の署名が必要である。内務省は、土地取引の必

要性と価格の双方を審査する。土地取引の必要性が認められても価格について否定される

こともある。内務省の承認後に土地所有権の移転が行われる。これらの共有地の所有権の

移転に要する期間は 6 カ月から 1 年である。 

 

③ アインベニマタル用地取得状況 

アインベニマタルのプロジェクトサイトの土地は単一のコミュニティの共有地である。

（部族代表が土地取得の交渉窓口となる。）この共有地の全体面積は 4 万 ha 以上であり、

アインベニマタルサイトとして買収予定の土地（PV、CSP 用地）の面積は 3,000ha であり

共有地の 10％以下となる。 

土地所現時点でこの土地は未取得であり、MASEN は以下に示される用地取得手順の 1 段

階目を終えた状態である。 

    

・住民との交渉開始にかかる合意文書（必要想定期間：2 カ月、2009 年に気象観測等の調

査に入るために、コミュニティと基本合意を結んだ。）※MASEN としては、同文書完了

を受け、現在すでに F/S 調査を始められる状態と認識。 

・住民の土地価値換算（必要想定期間：1 カ月、未完了） 

・内務省による土地価格の妥当性確認（必要想定期間：1 カ月、未完了） 

・土地収用にかかる合意文書（必要想定期間：1 カ月、未完了） 

※MASEN は上記の全所要期間を余裕を持って 8 カ月程度と想定。 

 

④ 非自発的住民移転 

アインベニマタルサイト全体（3,000ha）の住宅数は 8 軒であるが、そのうちの 3 軒はコ

ミュニティのメンバーである。残りの 5 軒についてはコミュニティのメンバーか否か不明。

したがって、サイト全体（3,000ha）の取得に際して住民移転が必要であることが確認され

た。（しかしながら 3,000haのうち、PVサイトに限れば住民移転の必要ない区画とする予定）。 

これらの住宅移転については、サイト選定手続きが終了後に詳細な調査を行い、どのよ

うな移転を行うか検討する。住民移転にあたっては、住居個別に補償額交渉が必要であり、

具体的には MASEN において家屋の無償提供もしくは補償金支払の選択肢が想定されてい
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る。なお、遊牧民の土地利用、移動に関しては、共有地を所有するコミュニティと遊牧民

の合意に基づくものであり、土地を MASEN に譲渡する際にどのように扱うかはコミュニ

ティと遊牧民が協議するものであり、MASEN は関与しない。 

また、JICA 環境社会配慮ガイドラインに沿って LARAP を作成することについて、MASEN

からミニッツにて了承を取り付けた。（しかしながら、MASEN は実際の住民移転時期を早

期には想定しておらず、F/S 終了後の土地取得もあり得る。） 

 

⑤ 環境影響調査（Environmental Impact Assessment：EIA）及び住民移転計画（Resettlement 

Action Plan：RAP）の実施経験について 

MASEN は EIA に関してはワルザザートプロジェクトで複数の EIA を実施済みであり、

十分な経験を有している。RAP については、ワルザザート地点では住民移転がなかったた

め、今回のアインベニマタルプロジェクトが初めての経験となる。EIA と共通する内容が多

いため、EIA を担当するコンサルタントと協力して RAP を作成することになる。 

地元住民への説明及び意見聴取については、環境影響評価法では州政府が実施すること

になっているが、ワルザザートプロジェクトでは世界銀行（World Bank：WB）のセーフガ

ードの規定にしたがって、事業者である MASEN も実施した。アインベニマタルプロジェ

クトでもこの方式を踏襲する予定である。 

EIA の手続きに要する期間としては約 6 カ月を想定している。（コンサルタント選定に 1

カ月、EIA 調査に 3-4 カ月、政府の審査に 1 カ月） 

なお、候補サイトから約 8km 離れた太陽熱複合サイクル発電所（Integrated Solar Combined 

Cycle：ISCC）（20MW の CPS を含めた天然ガス発電所）における調査結果が存在する。同

サイトはアインベニマタルサイトに比べより市街地に近い所に位置するが、上記調査にて

環境社会配慮基準をクリアしているため、MASEN としてはアインベニマタルサイトにおい

ても特段問題はないとの認識である。 

 

（4）アインベニマタルサイト状況確認 

① アクセス 

ウジュダから南 104km に位置し、機材陸揚げが想定される国際港からは国際道路（舗装）

で約 200km の距離である（ISCC の CSP サイトで機材搬入実績あり。） 

なお、サイトを含めモロッコ東部は一般的に以下インフラ基盤を備えている。 

 

・発達した輸送基盤：2 つの国際空港、Casablanca を Nador と Oujda に結ぶ鉄道、Nador 港

（コンテナと 200m 級の船が利用可能）、Fez-Oujda 高速道路、Mediterranean Ring 道、2

つの国道（RN17 と RN19） 

・通信インフラ：現代的で信頼できる通信基盤（central ABM） 

 

② F/S 調査の対象区域 

F/S 調査の対象区域（アインベニマタル 3,000ha のサイトのうち、PV を設置する区画）は

まだ MASEN にて特定されていないが、住民移転を伴わない区域を選定予定である。 
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③ 変電所 

本件 F/S 調査の対象サイトから約 10km の位置に直近の変電所（ISCC の構内）が存在す

る。当変電所の規模は 225kV であるが、これに加えサイトから 60km に位置する 400kV の

送電線へ連結する選択肢が MASEN より提案された。 

 

④ 自然状況 

サイトは海抜 1,025m の乾燥した台地（炭酸カルシウム土壌）であり、傾斜はわずかに

0.26％であることから、大規模な造成工事の必要性は低い。植生としては主に 2 種の植物が

確認され（Harmel 等）、地下 10～30m 付近には水源が存在するがワジ等の地表水は確認さ

れなかった。なお、MASEN からの情報によると PV モジュールに影響を及ぼす規模の風や

サハラ砂漠からの砂嵐は通常発生しないとのことであった。MASEN の調査結果による自然

条件は以下のとおり。 

 

 気候：半乾燥気候 

 年平均降水量：200mm 

 気温：最低気温-5℃、最高気温 40℃ 

 平均風速：6 m/s（年間の 75％）、北西から南方向 

 日照時間：12 時間（夏）、8 時間（冬） 

 野生生物、人口共に少なく、かつ非常にまばらに存在 

 経済活動は家畜飼育と自給用の畑作に限定される 

 地震活動度は穏やか（リヒタースケールで 3.5～4.5） 

 帯水層は 6,500km²の範囲に最高 400m の厚みと 30m の深さで広がる。 

 

⑤ 近傍住民の生活状況 

サイト内に存在する 8 軒の住居のうち定住民は放牧（羊、ヤギ、牛）を生業とし、加え

て自己消費目的で野菜を生産している。聞き取り調査によると、1 家族の人数は 3 世帯で

10 名～20 程度とのことだが、全員がこの住居に居住しているかは不明である。学校等公共

施設及び文化的建築物は存在せず、また太陽エネルギー以外の地域開発計画は現状では予

定されていない。 

 

⑥ 気象観測システム 

サイト内には MASEN により 2012 年 4 月に気象観測装置が設置されており、3G 通信によ

り観測データを直接 MASEN（ラバト）にて確認できるシステムになっている。なお、機材

はドイツの CSP Services 社製である。ワルザザートでも類似のシステムを設置しているが、

アインベニマタルでは全天日射計に加えて、直達日射計より若干安価な散乱日射計を設置

して、DNI は GHI と散乱日射量から推定している。その他の観測データとしては、気温、

気圧、湿度、風速（地上 10m）となっている。 

 

（5）METI 事業確認 

METI 事業である「PV パネル特性比較システム」及び「認証スキーム整備」の結果を本 F/S
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調査に活用する調査団の提案に MASEN からも賛同を得た。しかしながら、現行の認証スキ

ームは当初想定されていた独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（New Energy 

and Industrial Technology Development Organization：NEDO）事業から規模が縮小され、またソ

ーラーシミュレータ等の機材を日本製品とすることには MASEN として調達の公平性確保の

観点から問題があるとのコメントがあった。 

なお、太陽・新エネルギー研究所（Research Institute of Solar and Renewable Energy：IRESEN）

における同種のモジュール評価プラットフォームは、2013 年 8 月より Benguerir（マラケシュ

から約 60km）にて建設を開始し、2014 年 1 月よりプロジェクト開始予定であり、将来的には

モジュールの認証制度構築まで構想している。MASEN としては、IRESEN の研究結果が有用

であれば活用するが、共同でモジュール評価を実施するのではなく独自の事業実施を望んで

おり、関係組織間の連携が十分ではない可能性がある。 

 

（6）人材育成・民間団体 

人材育成については、フランス開発庁（Agence Française de Développement：AFD）の支援

でウジュダ、タンジェ、ワルザザートにおいて再生可能エネルギー分野の訓練施設を建設す

る計画があり、2014 年 1 月からの訓練開始をめざし現在ウジュダで施設建設が開始されると

ころである。同施設は、MASEN、ONEE、再生可能エネルギー開発・エネルギー効率化庁（Agence 

Nationale pour le Developpement des Energies Renouvelables et de l’Efficacite Energetique：

ADEREE）、全国電気・再生エネルギー連盟（National Electricity Federation of Electronics and 

Renewable Energies：FENEREC）（電力関連の業界団体）、FIWME（機械関連の業界団体）5 社

の共同出資により運営される予定であり、国内外の大学、企業から講師を派遣する予定であ

る。ターゲットは高校卒業者から企業技術者まで幅広く設定し、再生可能エネルギー分野の

人材を年間 400 名育成していく計画である。 

民間団体に関し、再生可能エネルギー分野の業界団体（Morocco Association Morocaine des 

Industries Solaires：AMISOL）には、70 社以上の企業が登録しており、約 75％は太陽光発電、

20％は太陽熱関連企業である。モロッコ内には、PV モジュールメーカー（Droben）1 社5、PV

システムに使われるバッテリーメーカー3 社、チャージコントローラメーカー1 社、ケーブル

メーカー3 社が存在し、その他には施工業者・サプライヤーが多数存在する。 

 

（7）今後の想定されるスケジュール 

2013 年 10 月頃 R/D 締結 

2013 年 12 月頃 F/S プロジェクト開始 

2014 年 12 月頃 F/S プロジェクト終了 

 

                                                        
5 PVセルは海外から輸入しモジュール組み立てを国内にて実施。 
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表２－２ 今後の想定スケジュール（案） 

 

 

 

 

 
 

２－３ 団長所感 

モロッコでは近年電力需要の伸び率が著しく、2002 年から 2010 年の間に平均約 7％の増加率を

示している。このため、国内需要の約 16％（2012 年実績）の電力量を国際連系線によりスペイン

から輸入して賄っている状況であり、輸入比率が年々高まる傾向にある。また石炭、天然ガス等

の火力発電が発電電力量の約 7 割を占めることから、長期的に安定した電力供給を確保しつつ、

電源多様化を図る観点から、国策として再生可能エネルギーによる発電を増やしていく意向であ

る。2020 年における導入目標として、太陽エネルギー発電（PV＋CSP）、風力発電、水力発電をそ

れぞれ 2,000MW 開発し、将来的には国内需要への供給に加え、欧州への電力輸出を計画している

が、再エネを含む電源開発計画が予定どおり進捗しない限り、輸入依存の脆弱なエネルギー供給

体制からの脱却は困難と想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：GWh） 

（出所：Mena Renewable Energy Report 2013） 

図２－２ モロッコの発電・輸入電力量（2012 年） 

 

サンベルト地帯に位置するモロッコでは、太陽エネルギーポテンシャルは高く、F/S 対象となる

アインベニマタル地域では全天日射量が約 1,900kWh/m2/年（東京では約 1,200kWh/ m2/年）に達す

る。加えて、PV モジュール他機材単価の低下に伴い、太陽エネルギーによる発電単価は近い将来

グリッドパリティ（系統電力による発電単価に等しい水準）に達すると想定されている。このた

め、エネルギー省においては大規模な太陽エネルギー発電所の普及促進政策は検討されておらず、

現在一部に導入されている補助金制度についても、将来的には廃止する意向である（風力につい

ては既に補助金なし）。モロッコは MENA 地域の中でも安定した政治体制であり、また国王、政府

レベルによる太陽エネルギー開発に対するコミットメントは大きい。更に、大規模な太陽エネル

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

詳細計画策定調査（第一回派遣）

詳細計画策定調査（第二回派遣）

R/D締結

本体調査

工程名
2013 2014 2015
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ギー開発に特化した組織（MASEN）を立ち上げ、短期間で事業経験と共に組織力を高めている点

は高く評価できる。他方で、前述のとおり再エネを従来型電源と同等水準に評価し、普及促進の

ためのインセンティブを付加することなく、太陽エネルギー開発が計画どおりに進捗するか否か、

MENA 地域全体の開発動向を踏まえ、引き続き注視していく必要がある。 

関係機関との協議を通じて、太陽エネルギー産業の育成による雇用促進に向けたモロッコ側の

期待を強く感じた。日本における PV 産業は、シリコン原材料の調達・加工、PV セルの製造、PV

モジュール（並びにその他関連機器）の製造、システム設計、工事、維持管理に至る上流から下

流までのバリューチェーンが完成しているが、後発組のモロッコにおいては、海外企業とのし烈

な国際競争を現実的に想定しつつ、どのような製品・サービスにローカル・コンテンツとして強

みを発揮できるか、本 F/S において検討することが依頼されている。例えば、太陽エネルギー発電

所を計画するための技術や、発電所の維持管理技術等は、事業の進捗により組織として知見を蓄

積することができれば、中東、アフリカ地域の国に対して移転可能となる可能性がある。なお、

今回の協議では、国内関連組織との連携が必ずしも十分に図られていない点が確認されたが、F/S

内容の品質を高め、またその成果を広く活用する観点から、ONEE や IRESEN 他関連組織との連携

には留意する必要がある。 
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第３章 モロッコにおける太陽光発電の導入促進 
 

３－１ 電力セクターの概況 

モロッコ電力・水道公社（ONEE）は、1963 年に設立された国営企業であり、国内最大の垂直統

合型電気事業者である。発電並びに配電・小売り事業については、段階的に自由化が進められて

おり、民間企業や自治体による運営組織が参入している。発電事業に参入している民間企業とし

ては、Jorf Lasfar Energy Company（JLEC）、Energie Electrique de Tahaddart（EET）、Compagnie Eolienne 

du Detroit（CED）が IPP として ONEE と長期 PPA を締結しており、発電電力量ベースでは ONEE

を上回るシェア（約 54％）となっている。配電・小売り事業については、地方部を中心に依然 ONEE

の管轄となっている地域が多いが（約 56％）、カサブランカ、ラバト他大都市においては、民間企

業や自治体による運営組織が参入している。 

ONEE の監督官庁としては、エネルギー・鉱山・水利・環境省が技術的な監理を担当し、経済財

務省が財務面を監督する体制となっている。上述した ONEE 以外の配電事業者については、内務

省が監督している。電気料金の規制については、現在総務省（Ministry of General Affairs and 

Governance）が担当しているが、将来的には独立した規制官庁を設立する構想もある。 

電力需要は近年の人口増加、経済成長と共に急速に増加しており、販売電力量ベースでは年平

均 7.2％（2002～2012 年）の伸び率を示している。発電設備としては、石炭、石油、天然ガス火力

が主力となっており、特に 2005 年以降はコンバインドサイクルの導入により、天然ガス火力が増

加している。2012 年での国内設備容量は 6,677MW、年間発電電力量は 26,496GWh となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所：“Bilan Des Activites 2012” ONEE） 

図３－１ モロッコの供給電力量の推移（輸入含む）  
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表３－１ モロッコの送電設備（2012 年） 

送電線電圧 亘長（km） 

400 kV 1,693 

225 kV 8,389 

150 kV 147 

60 kV 11,603 

合 計 21,832 
（出所：ONEE） 

 

「エネルギー戦略」によると、一次エネルギー需要が 2020 年までに倍増し、2030 年には 3 倍に

増加（2008 年比）するとされている。このため、同戦略では以下の目標、戦略的方針により再生

可能エネルギー（以下「再エネ」と記す）の普及並びに省エネルギーに取り組むとしている。 

 

目 標 ① エネルギーの安定供給確保 

② 合理的価格でのエネルギーへのアクセス向上 

③ 需要制御 

④ 環境保全 

戦略的方針 ① 信頼性、競争力のある技術の選択による多様かつ最適な電源構成

② 再生可能エネルギーの容量増強による国内資源の活用 

③ 国家優先事項としてエネルギー効率化 

④ 地域統合 

 

2009 年 11 月に発表された、再生可能エネルギー導入計画によると、2020 年時点における再生

可能エネルギーの導入目標としては、合計発電設備容量の 42％を再生可能エネルギーで賄い、太

陽エネルギー発電（PV と CSP）、風力発電、水力発電によりそれぞれ 14％ずつ供給する計画とな

っている（設備容量に換算すると、それぞれ 2,000MW を設置することになる）。エネルギー省に

よると、現在モロッコでは一次エネルギー換算で 96％を輸入に依存しており、これを 2020 年まで

に 42％まで低減する意向であり、このため発電設備容量の 42％を自国産エネルギーである再生可

能エネルギーにて供給することを目標としている6。なお、2020 年以降の導入計画については未定

となっている。 
  

                                                        
6 更に15％の省エネ目標を設定している。 
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（出所：「モロッコ エネルギー戦略」） 

 

図３－２ 2020 年における再生可能エネルギー導入計画（設備容量比率） 

 

なお、モロッコは 1995 年から 2011 年の間に、世帯電化率を 18％から 97％まで改善し、地方部

での電力アクセス向上、ひいては社会経済開発に大きく貢献している。政府は、1996 年に Global 

Rural Electrification Program（PERG）を策定し、実施機関である ONEE は全国の地方部を網羅する

データベースを作成し、適切なマスタープラン、資金計画に基づくグリッド延伸事業と、独立型

の Solar Home System（SHS）設置計画を組み合わせ、短期間で電化率を成功裏に改善したものと

考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所：ONEE） 

図３－３ 世帯電化率の推移 

 

３－２ MASEN 及び関係機関とその役割 

（1）太陽エネルギー庁（MASEN） 

MASEN は Morocco Solar Plan に従い、国全体で最低 2,000MW 以上の大規模太陽エネルギー

発電（CSP 並びに PV）を開発するために設立された有限責任の株式会社であり、株式は国、
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ONEE、ハッサン 2 世基金により等分に保有されている7。MASEN のミッションとしては、①

太陽エネルギー分野の専門性の涵養（産業開発、技術研究・開発、人材育成）、②太陽エネル

ギー発電所の建設、③国内、海外におけるステークホルダーとの情報共有、提言が掲げられ

ている。②に加えて①③が必要とされているのは、太陽エネルギー開発により、産業振興や

地域開発に貢献することが期待されているためである。 

MASEN の職員数は約 40 名（2013 年 7 月聞き取り）であるが、毎年 10 名程度を中途採用

しており、うち約半数が技術者（Engineer）であり、他には財務、金融分野のバックグラウン

ドを持つ職員が所属している。今回の調査・協議に参加した職員も元 ONEE 技術者や GPS の

専門家が含まれており、また Pre-F/S レベルの調査は今後直営で実施する意向であることから、

組織内で徐々に技術的な知見が蓄積されている状況である。 

MASEN の組織図は以下に示すとおりであり、個別案件を計画・実施するエネルギープロジ

ェクト部（Energizing Project）と、開発・モニタリング部（Development & Monitor）、総務部

（Support）から構成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所：MASEN） 

図３－４ MASEN 組織図 

  

                                                        
7 これに対して、ONEEは株式会社化されていない国有企業である。 
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太陽エネルギー発電所の計画～建設までのプロセスはエネルギープロジェクト部が所管し

ており、役割分担は以下のとおりである。 

    

1.1 Prospection Team（サイト選定、用地収用、環境社会配慮） 

1.2 Technical Team（設計） 

1.3 Structuration Team（プロジェクトマネジメント、対外交渉） 

1.4 Implementation Team（施工監理） 

    

上記①③については MASEN 直営にて対応しており、その他のチームが担当する業務につ

いても、現在コンサルタント等へ外注している業務を次第に直営化していくのが MASEN の

意向である。 

 

（2）その他関連組織 

① MEMEE 

MEMEE は再生可能エネルギーを含むエネルギー分野の国家計画、政策立案を担当し、

ONEE による電気事業の技術的な監督官庁である。太陽光発電については、モロッコソーラ

ー計画に基づく大規模開発以外は MEMEE の所管となり、設置には許認可が必要である。 

 

② IRESEN 

IRESEN は太陽エネルギーのみでなく、再生可能エネルギー全般の普及促進を目的とした

研究開発を担当する組織である。実際の研究開発は、国内外の企業、大学や研究機関と提

携して実施しており、IRESEN に研究者は所属していない。具体的には、研究費助成プログ

ラムの枠組みで共同研究計画を公募し、実現性の高いプロジェクトを選定し予算補助を行

っている。MASEN 内部にて実施している研究開発は太陽エネルギーに特化し、また商業性

が高い技術にフォーカスしている点が相違点である。 

 

③ ADEREE 

ADEREEは 2020年までに 12％の省エネを達成することを主なミッションとしている省エ

ネ促進のための組織であり、産業、輸送、民生すべてのセクターを対象に、国家戦略やフ

レームワーク、標準類の策定などを担当している。再生可能エネルギーについても、パイ

ロットプロジェクトの実施による普及促進、発電設備の認証や人材育成などを実施してい

る。 

 

④ モロッコ・エネルギー投資会社（Energy Investment Institute：SIE） 

主に地方部を対象として、小規模な再生可能エネルギー、省エネ案件への投資ファンド

を設立するための組織であり、政府保有の株式会社である。 

 

３－３ 政策・制度 

再生可能エネルギーを普及・促進するための包括的な法制度としては、2008年に制定された再

生可能エネルギー法（Law 1309）により、発電事業者の送電線へのアクセス、並びに一部小売り
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についても自由化されており、日本の特定電気事業者のごとく、自営の送電線を建設することも

認められている。再生可能エネルギーを普及促進するため、Feed in Tariffや電気事業者による新エ

ネルギー等の利用に関する特別措置法（Renewable Portfolio Standard：RPS）のような制度は導入さ

れておらず、太陽エネルギー発電については、発電事業者～MASEN間のPPAに基づく売電単価と、

MASEN～ONE間のPPAに基づく卸電力価格の差を国の補助金により拠出する制度がある。後者の

PPAについては、標準的なフレームワークに従い、個別案件毎に地点等を考慮して価格を取り決め

ている。なお、風力その他の再生可能エネルギーについては、同補助金は適用されない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所：MASEN） 

 

図３－５ 大規模太陽エネルギー発電プロジェクトへの補助 

 

系統連系については、電圧階級に応じて異なる規制となっている。高圧（60kV 以上）について

は、案件毎に MASEN と ONEE の間で締結する PPA に適用条件を記載する取り決めとなっている。

中圧（22kV）については ONEE にて連系申請を受理し、技術検討を行う。低圧（380V）について

は、現在の法規制（Law No.13）では系統連系が許可されない状況である。MEMEE では、住宅用

の小規模 PV システムの普及を図るべく、現在禁止されている低圧配電線への系統連系を許可する

ための検討を開始している。同様に、中圧配電線への連系についても規制緩和する方向性である。 

 

３－４ Solar Energy Plan とその進捗 

2019 年までに、国内 5 カ所のサイトにて合計 2,000MW の太陽エネルギー発電所（CSP+PV）を

建設するため、太陽エネルギー計画が進められている。ワルザザート（Ouarzazate）計画が開始さ

れており、3 フェーズに分割して実施されている。フェーズ 1 はトラフ型 CSP のみ 160MW で IPP

として計画されており、2012 年 9 月に業者契約、2013 年 6 月から据付工事が開始されている。資

金調達については、世界銀行、EU、欧州投資銀行、アフリカ開発銀行、フランス開発庁、復興金

融公庫（Kreditanstalt für Wiederaufbau：KfW）、Clean Technology Fund 等のドナーから協調融資を承

諾されている。 
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MASEN が 25％出資する特別目的事業体（SPV）を立ち上げ、25 年間の契約により IPP を運営

する。フェーズ 2 も CSP のみでトラフ型により 200MW、タワー型で 100MW、いずれも IPP 案件

であり現在事前資格審査中とのこと。最終フェーズ 3 は 50MW の PV で現在 MASEN の資金によ

り F/S が実施されているところであり、IPP もしくは EPC として可能性を検討しているところであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイト名 設備容量

（MW） 

運開予定 年間日射量

（kWh/m2/year）

サイト面積

（ha） 

発電電力量

（GWh/year）

Ouarzazate 500 2015 2,635 2,500 1,150 

Ain Beni Mathar 400 2016 2,290 2,000 835 

Foum Al Ouad 500 
2017-2018 

2,628 2,500 1,150 

Sebkhate Tah 500 2,140 2,500 1,040 

Boujdour 100 2019 2,642 500 230 

合 計 2,000   10,000 4,400 
（出所：MASEN 資料をもとに編集） 

 

図３－６ モロッコ太陽エネルギー計画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所：MASEN） 

図３－７ ワルザザート（フェーズ 1）案件の実施体制  
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３－５ 関係機関による人材と産業の育成にかかる動き 

（1）人材育成 

人材育成に関し、AFD の支援でウジュダ、タンジェ、ワルザザートにおいて再生可能エネ

ルギー分野の技術者訓練施設を建設する計画があり、2014 年 1 月からの訓練開始をめざし現

在ウジュダで施設建設が開始されるところである。同施設は、MASEN、ONEE、ADEREE、

FENEREC（電力関連の業界団体）、FIWME（機械関連の業界団体）5 社の共同出資により運

営される予定であり、国内外の大学、企業から講師を派遣する予定である。ターゲットは高

校卒業者から企業技術者まで幅広く設定し、再生可能エネルギー分野の人材を年間 400 名育

成していく計画である。 

他方、MASEN は独自に取り組む人材育成事業として、大学との協力事業を実施予定である。

具体的には、援助機関と協力した大学教授の数年間の TOT 実施等が想定されており、ロード

マップ検討をこれから開始する予定である。 

 

（2）業界団体と MASEN によるローカルリソース活用の取り組み 

AMISOL には、70 社以上の企業が登録しており、約 75％は太陽光発電、20％は太陽熱関連

企業である。モロッコ内には、PV モジュールメーカー（Droben）1 社 、PV システムに使わ

れるバッテリーメーカー3 社、チャージコントローラメーカー1 社、ケーブルメーカー3 社が

存在し、その他には施工業者・サプライヤーが多数存在する。 

MASEN はワルザザートのプロジェクトにおいて、30％の現地調達目標を設け、ワーキング

グループを設けてローカル企業へのファイナンス等検討している。アインベニマタルにおけ

るローカル企業の太陽エネルギー分野への参入については、小型の太陽光発電応用機器（太

陽光発電揚水システム、街路灯、漁業用の冷蔵庫等）を中心にニッチマーケットに焦点をあ

てて検討している。また、地元企業のプロジェクト参加については、クリーニング業者等幅

広く考えている。 

 

３－６ 他ドナーの状況 

（1）資金協力 

モロッコの太陽エネルギー開発に対する援助機関の支援は、下記のとおり Ouarzazate 太陽

発電所プロジェクトに集中している。Ouarzazate 太陽発電所は、MASEN が開発を予定してい

る 5 カ所太陽発電所の最初の開発地点であり、総面積約 3,000ha、最終規模は 500MW の計画

である。同発電所の第 1 期の太陽熱発電所の出力は 160MW で、2015 年の運転開始を予定し

ており、総投資額は 14 億 3,800 万ドルである。同発電所開発に対しては、WB、気候投資型基

金（Climate Investment Funds：CIF）、アフリカ開発銀行（African Development Bank：AfDB）、

欧州投資銀行（European Investment Bank：EIB）、EU Neighborhood Investment Facility、AFD、

KfW 等が融資を約束している。同発電所は、MASEN が国際入札で選定した IPP が 25 年間の

BOOT 契約に基づき建設、運転を行うことになっている。MASEN は 2012 年に国際入札によ

り、サウジアラビアの発電・水道会社の ACWA Power International 社と PPA 契約を締結してい

る。ACWA 社の MASEN に対する売電価格は、18.9US セント/kWh である。 
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 WB：2 億ドル 

 CIF：1 億ドル 

 AfDB：2.15 億ドル 

 EIB：1 億ユーロ 

 AFD：1 億ユーロ 

 KfW：1 億ユーロ。そのほかにドイツの BMU（Federal Ministry for the Environment, Nature 

Conservation and Nuclear Safety）が 0.15 億ユーロを拠出。 

 EU：3,000 万ユーロ（無償資金） 

MASEN は現在、第 1 期に引き続き、第 2 期の太陽熱発電所計画に対する資金協力について

も第 1 期と同じ融資先と協議を開始している。 

 

（2）技術協力 

GIZ が 2012 年 2 月から 2014 年 6 月の期間、MASEN に対して太陽光発電及び太陽熱発電分

野の技術協力（Accompagnement du Plan Solaire Marocain：APSM）を行っている。 

（http://www.giz.de/themen/en/36964.htm）具体的な協力内容は下記のとおりである。 

 太陽技術の技術革新部門を育成する。 

 技術・情報移転を推進するため、国内外の協力ネットワークを構築する。 

 太陽技術分野の技術革新を対象として、中小企業、研究機関、教育研修機関を支援する。 

 関係省庁が太陽エネルギー部門に取り組む企業や公的機関に対する政策、戦略を継続的に

実施できるように、プロジェクト参加者間が情報と知識の交流をシステマティックに行え

るように支援する。 

同プロジェクトの初年度には、フラウンホッファー研究所が、モロッコにおける太陽エネ

ルギー資機材の国産化可能性調査（ Study on Potential of Local Manufacturing of Solar 

Technologies in Morocco – Industry and Value Chain Assessment：http://www.giz.de/Themen/en/ 

dokumente/giz2012-en-solar-plan-morocco.pdf）及びモロッコ政府関係者の EU－PVSEC（欧州の

太陽光発電及び太陽エネルギーに関する年次会議及び展示会。）、SolarPACES（太陽熱発電の

会議）等への参加を支援している。 

 

米国貿易開発庁（U.S. Trade and Development Agency：USTDA）は、2011 年に MASEN に対

して総額 64.2 万ドルの太陽熱発電技術分野の技術協力を提供している。 
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第４章 モロッコの環境社会配慮 
 

４－１ ベースとなる環境及び社会の状況 

アインベニマタル地点は、モロッコ北東部のアルジェリアとの国境に位置するオリエンタル州

にあり、州都の Oujda から約 100 ㎞南方に位置する。アインベニマタル町の人口は 2004 年国勢調

査によれば 13,526 人である。町の中心部では灌漑農業が行われているが、プロジェクトサイト周

辺は標高約 1,000m の半乾燥地であり、牛、羊、ヤギの放牧による畜産が行われている。プロジェ

クトサイト周辺の人口密度は低く、プロジェクト予定地約 3,000ha の定住住宅数は 8 戸である。ア

インベニマタルには豊富な地下水資源があり、プロジェクトサイトの隣接地には地元コミュニテ

ィの牧畜用の給水井戸及び給水施設が設置されている。アインベニマタル町中心部は電化されて

いるが、プロジェクトサイト周辺は未電化地域であり、給水施設の動力はディーゼルエンジンを、

プロジェクト予定地内の住宅は PV パネルを利用している。 

 

４－２ 相手国の環境社会配慮制度・組織 

モロッコの環境法制度は、2003 年に制定された環境保護に関する法律（Law No.11-03）及び環

境影響評価に関する法律（Law No.12-03）が基本的な枠組みを規定している。水質保全については

1995 年に制定された水法（Law No.10-95）に基づき、環境基準及び排水基準が定められている。

大気汚染については、2003 年に制定された大気汚染に関する法律（Law No.13-03）に基づき環境

基準及び排出基準が定められている。廃棄物処理に関しては、2000 年に制定された固形廃棄物の

処理・処分に関する法律（Law No.28-00）が廃棄物処理の枠組みを定めている。騒音・振動を規制

する法律、土壌汚染に関する法律は制定されていない。 

自然環境の保全に関する法制度は、国立公園制度（Dahir related to the establishment of national 

parks）が 1934 年に制定されており、森林保全制度（Dahir on forest conservation and exploitation）

も 1917 年に制定されている。文化遺産の保全については、文化及び歴史的遺産の保全に関する法

律（Law No. 22-80）が制定されている。サイト周辺（30-40km 範囲）には、国立公園、森林保全

地域及び文化遺産は一切ない。 

土地の所有及び家屋等の財産の保全は憲法に規定されている。公共目的の土地の収用手続きは、

公共目的及び一時的占有に関する法律(Law No.7-81)に規定されている。 

2003 年に制定された環境影響評価に関する法律（Law No.12-03）に基づき、環境影響評価制度

が整備されている。電気事業については、広域送電網、火力発電所、水力発電所、原子力発電所

の建設については環境影響評価が要求される。大規模太陽光発電所については、広域送電網に接

続されるためその一部の施設として環境影響評価の実施が義務付けられている。環境影響評価報

告書の審査は、大規模プロジェクト（投資金額が 2 億 DH 以上または州をまたがるプロジェクト）

については国が、それ以外のプロジェクトは州が担当する。図４－１に大規模プロジェクトの場

合の環境影響評価手続きを示す。環境影響審査に要する期間は、スクリーニング手続き（プロジ

ェクトシートに基づき審査）が最短で 2 週間、環境影響評価報告書の審査が最短で 3 カ月（20 日

間の住民意見聴取期間を含む）程度と見込まれている。環境影響評価報告書の審査は、関係省庁

等がメンバーとなった環境影響評価審査委員会が行うことになっている。国が担当するプロジェ

クトの場合には、MEMEE の環境局に設置されている国家環境影響評価審査委員会事務局がとりま

とめを行っている。住民意見の聴取は、事業者がプロジェクトの地元の州の環境評価審査委員会
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事務局に環境影響評価書及びその概要書等を提出して、同委員会が地元住民に周知し意見の聴取

を行うことになっている。 

本プロジェクトは、上記の環境影響評価に関する法律に基づき環境影響評価が要求される事業

であり、投資規模が大きいために国が担当するプロジェクトとなる。環境影響評価手続きはまだ

開始されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１ 大規模プロジェクトの環境影響評価手続きフロー 

 

４－３ 代替案（ゼロオプションを含む）の比較検討 

太陽光発電所開発について代替案との比較検討の結果を表４－１に示す。モロッコは電力需要

の 16％をスペインからの電力輸入に依存しており、国内の発電も石炭、天然ガス等の輸入化石燃

料に依存する火力発電が 76％を占めている。輸入電力と海外からの燃料輸入に依存する火力発電

を合計すると 9 割以上の電力資源を海外からの輸入に依存している。このような非常に高い電力

供給の海外依存度を低減させるため、政府は 2020年までに合計発電設備容量の 42％を太陽発電（太

陽光発電及び太陽熱発電）、風力発電、水力発電の再生可能エネルギーで供給する計画を推進して
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いる。本太陽光発電プロジェクトまたは代替電源開発プロジェクトを行わない場合には、増加す

る電力需要（2002 年から 2010 年の間の電力需要は年平均 7％増加している）に対して供給力が不

足する可能性が高い。太陽光発電プロジェクトの代替開発として石炭、天然ガス火力発電を開発

する場合には、輸入化石燃料への依存度が一層高まり、電力の安定供給や外貨収支にマイナスの

影響が生じる。太陽光発電の代わりに風力発電や太陽熱発電プロジェクトを推進する場合には、

同国に豊富に賦存する太陽エネルギー（本プロジェクトの対象地域であるアインベニマタル地点

の全天日射量は 1,900kWh/m2/年と東京の日射量よりも 5 割以上高い水準にある。）のうち、太陽熱

発電に必要な水資源がない地域、全天日射量は高いが太陽熱発電に必要な直達日射量が高くない

地域における太陽エネルギーが開発できないまま放置されることになる。このためモロッコの電

力の安定的供給のために国内に豊富に賦存する太陽エネルギーを最大限に活用していくためには、

太陽熱発電に加えて太陽光発電プロジェクトを実施することが必要である。また、化石燃料を使

用する火力発電の開発を抑制して再生可能エネルギーによる発電を推進することは、温室効果ガ

ス排出削減にも貢献し、地球温暖化防止対策としての効果も生じる。この観点からも太陽光発電

所プロジェクトを実施することは有意義である。 
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表４－１ 代替案の比較表 

評価項目 再生可能エネルギー開発 火力発電開発 

（石炭火力及び天然

ガス火力） 

ゼロオプション 

（電源開発を行わ

ない。） 

太陽光発電プロジェクト 太陽熱発電プロジェクト 風力発電等他の再生可能

エネルギープロジェクト

電力需給 太陽光を直接電気に変換

するため、日射変動によ

り短時間で大きな出力変

動があるが、純国産のエ

ネルギーであるため年間

では安定的な電力供給を

実現する。 

商業化されている太陽熱

発電技術は、太陽光を高

温蒸気に変換して汽力発

電するため、日射変動に

よる出力変動はあるが、

蒸気に変換するプロセス

を経るために太陽光発電

と比較すると出力変動は

緩慢である。純国産のエ

ネルギーであるため年間

では安定的な電力供給が

実現する。 

風力発電は風に依存する

ため、短時間で大きな出力

変動があるが、純国産のエ

ネルギーであるため年間

では安定的な電力供給が

実現する。水力発電は年間

降水量の変化により毎年

の電力供給は変動する可

能性があるが、太陽光発

電、風力発電のような短時

間での大きな出力変動は

ない。 

燃料の確保が出来れ

ば、安定的な電力供

給が実現する。 

増加する電力需要

に対して供給力が

不足する。 

経済開発 他の電源と組み合わせる

ことにより出力変動の影

響を吸収することができ

れば、安定的な電力供給

が実現し、経済開発が進

む。 

他の電源と組み合わせる

ことにより出力変動を吸

収することができれば、

な電力供給が実現し、経

済開発が進む。 

他の電源と組み合わせる

ことにより出力変動を吸

収することができれば、安

定的な電力供給が実現し、

経済開発が進む。 

火力発電用燃料は輸

入に依存しているた

め、貿易収支が悪化

して外貨不足を生じ

経済開発を阻害する

おそれがある。 

 

電力不足になり経

済成長が阻害され

る。 

生活環境 他の電源と組み合わせる

ことにより短時間の出力

変動の影響を吸収するこ

とができれば、安定的な

電力供給により生活環境

が維持される。 

他の電源と組み合わせる

ことにより出力変動の影

響を吸収することができ

れば、安定的な電力供給

により生活環境が維持さ

れる。 

他の電源と組み合わせる

ことにより出力変動の影

響を吸収することができ

れば、安定的な電力供給に

より生活環境が維持され

る。 

 

燃料の確保が出来れ

ば、安定的な電力供

給により生活環境が

維持される。 

停電の頻発により

生活水準が悪化す

る。 
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自然環境 広大な面積を必要とする

が、水資源を必要としな

いため立地場所選択の自

由度が高く、自然環境へ

の影響を回避することが

容易である。本プロジェ

クトサイトは、広大な放

牧地の一部であるため自

然環境に与える影響は極

めて小さい。 

広大な面積を必要とし、

かつ水資源を必要とする

ため、自然環境への影響

を回避するための立地場

所の選択は太陽光発電と

比較すると限定される。

風力及び水力の資源賦存

状況は太陽エネルギーと

比較すると極めて地点限

定的（サイトスペシフィッ

ク）であるため、発電所立

地地点によっては自然環

境に大きな影響をもたら

す可能性がある。貯水池式

水力発電所の場合には、貯

水池建設に伴い大規模な

土地改変が必要となり、自

然環境に大きな影響をも

たらすおそれが高い。風力

発電所については、渡り鳥

の通路に建設する場合に

は、鳥の風車への衝突によ

る影響を生じるおそれが

ある。 

輸入化石燃料のため

の大規模な輸送イン

フラ整備を必要とす

る。発電所立地地点

によっては、発電所

建設と燃料輸送イン

フラ開発が自然環境

に影響を与えるおそ

れがある。 

影響はない。 

環境汚染 大半の資機材が工場で建

設されるため発電所立地

地点での建設工事の規模

が極めて小さい。発電所

運転開始後は、燃料の燃

焼及び可動部分がないた

め、ばい煙の排出、騒音

の発生等がない。工事中

の粉じん、生活排水、騒

音・振動対策、運転開始

後の生活排水対策を適切

に講じれば環境汚染を生

じるおそれはない。 

蒸気発電機設置建屋、発

電機冷却水処理設備等の

建設が必要であり、太陽

光発電所と比較すると建

設工事の規模は大きくな

る。発電所運転開始後は、

発電機冷却水処理設備の

運転等に伴い騒音、ミラ

ー洗浄に伴う排水等が生

じる。工事中の粉じん、

生活排水、騒音・振動対

策、運転開始後の生活排

水対策等を適切に講じれ

水力発電所の建設にあた

っては大規模な土木工事

が必要である。風力発電所

の建設にあたっては大型

ブレード搬入のための大

規模な道路建設工事が必

要である。このような大規

模な土木工事に伴い、適切

な環境保全対策を講じて

もある程度の環境汚染は

生じる。 

    

風力発電については、運転

発電所及び燃料輸送

インフラ整備に伴い

大規模な建設工事が

必要である。運転開

始後は化石燃料の燃

焼に伴いばい煙が排

出されるため大気汚

染対策が必要であ

り、発電機の冷却水

処理施設も必要であ

る。このため、適切

な環境保全対策を講

じてもある程度の環

影響はない。 
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ば環境汚染を生じるおそ

れは小さい。 

開始後に騒音を生じるこ

とが避けられないため、近

隣に住宅がない地点を選

定する必要がある。 

境汚染は生じる。 

社会環境 広大な土地を必要とする

ため、住民移転を必要と

する場合がある。本プロ

ジェクトでは 8 軒の住宅

移転が必要である。 

広大な土地を必要とする

ため、住民移転を必要と

する場合がある。 

貯水池式水力発電所の場

合には、貯水池建設に伴い

住民移転、農地や森林等の

水没等の社会影響を生じ

る可能性が高い。風力発電

所の建設には広大な土地

が必要であり、また、騒音

対策等のため住民移転を

必要とする場合がある。 

火力発電所は一般的

には電力需要地近傍

（都市周辺）に建設

されるため、発電所

近傍の社会環境に影

響を生じる可能性が

ある。また、燃料輸

送インフラ整備に伴

い住民移転が必要に

なる場合もある。 

停電の頻発により

生活環境は悪化す

る。 

地球温暖化 発電所運転に伴う温室効

果ガスの排出はない。 

発電所運転に伴う温室効

果ガスの排出はない。 

貯水池式発電の貯水地か

らのメタンガス発生を除

くと、発電所運転に伴う温

室効果ガス排出はない。 

化石燃料の燃焼に伴

い、温室効果ガスを

排出する。 

影響はない。 

推奨される最適

案とその理由 

太陽光発電所開発が推奨される。モロッコの電力需要は増加しており新規の発電所の建設が必要である。同国は太陽エネ

ルギー、風力エネルギー、水力エネルギーに恵まれており、輸入電力及び輸入化石燃料への依存度を下げるためには、こ

れらの再生可能エネルギー開発が必要である。再生可能エネルギーのうち、環境への影響が最も少ないにもかかわらずま

だ未開発である太陽光発電所開発を行うことは、同国の再生可能エネルギー開発に大きく貢献する。 
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４－４ スクリーニングによるカテゴリ分類 

カテゴリ分類：B 

判定理由： 

太陽光発電所の開発は、モロッコの電力供給の輸入電力及び輸入化石燃料に対する依存度を大

きく低減させることに寄与する。モロッコは日射条件に恵まれ太陽熱発電及び太陽光発電に適し

ており、政府は 2020 年までに太陽発電を 2,000MW 開発する計画である。すでに太陽熱発電所に

ついては運転中、建設中の発電所が存在するが、太陽光発電所については開発計画が具体化して

いない。本プロジェクトはモロッコにおける初めての大型太陽光発電所のフィージビリティ調査

を行うものであり、同国の太陽発電開発を加速するために必要不可欠な調査である。太陽光発電

は資機材の大半を工場で建設するため発電所予定地における建設工事は太陽光発電アレイの架台

設置、制御室及び開閉所建設等と非常に小規模である。発電所運転開始後は、燃料の燃焼がない

こと、可動部分がないことから環境への負の影響は非常に小さい。一方、単位出力当たりの所要

面積が大きいため発電所建設にあたっては広大な土地を必要とするという特性を有している。 

本太陽光発電所建設予定地は、モロッコ東部のアルジェリア国境に近いアインベニマタル地域

の地元コミュニティが所有する 4 万 ha 以上の放牧地のうちの約 3,000ha である。図４－２に発電

所位置を示す。発電所予定の放牧地は、アインベニマタルの中心街から離れた場所にある。発電

所用地は放牧地全体面積の 1 割以下であり、放牧活動全体に及ぼす影響は限定的であるが、移転

が必要な住戸 8 戸が用地内に散在する。移転対象住戸の詳細な調査は未実施であるが、このうち 3

戸は土地を所有する地元コミュニティの住民の住戸で、5 戸はコミュニティ外の住民（遊牧民等）

の住戸である。このため、発電所土地取得に伴う社会環境への影響を回避・最小化するために適

切な対策が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－２ プロジェクトサイト図（google map） 

 

４－５ 予備的スコーピング及び環境社会配慮調査の TOR 

太陽光発電所開発では、太陽光発電所の開発と同時に既設の送電線に接続するための送電線（電

源送電線）の建設が必要である。モロッコの太陽発電計画では、発電所の開発は MASEN が行い、

電源送電線の建設は電気事業を担当している国家機関である ONEE が担当している。本太陽光発

発電所サイト 

アインベニマタル 
中心地 

Oujda方面 
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電所フィージビリティ調査は MASEN が行う発電所本体のみを対象としており、ONEE が事業主体

となる電源送電線については具体的なルート選定等は検討対象外である。一方、モロッコの環境

影響評価法は大型の系統連系型の太陽光発電所開発及び電源送電線建設プロジェクトに環境影響

評価の実施を義務付けている。このため、本調査では、MASEN が担当する太陽光発電所本体の開

発を対象にモロッコ環境影響評価法に基づく環境影響評価を行うとともに、電源送電線建設事業

については初期環境評価段階の調査を行い、電源送電線建設が環境社会に深刻な影響をもたらす

おそれがないことを確認することとする。（電源送電線建設に関する環境影響評価法に基づく環境

影響評価は、太陽光発電所のフィージビリティ調査により太陽光発電所プロジェクトのフィージ

ビリティが確認されたのちに、ONEE が送電線の詳細ルート選定を行う際に実施することになる。） 

太陽光発電所及び電源送電線についてのスコーピング案及びスコーピング案に基づく環境社会

配慮調査の TOR は下記のとおりである。 

 

（1）スコーピング案 

表４－２及び表４－３に太陽光発電所及び電源送電線のスコーピング案を示す。 
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表４－２ 太陽光発電所のスコーピング 

 

分類 影響項目 評価 評価理由 

工事中 運転開始時

社会環境 非自発的住民移転 B－ D 発電所建設に伴い 8 戸の住宅移転が必要である。ただし、詳細な住戸調査は現時

点では実施されていない。 

雇用や生計手段等の

地域経済 

B+ D 建設時には、雇用機会の増加、作業員の食糧等各種生活用品の購入等により地域

経済や住民の暮らしに正の影響が期待される。運転開始後は無人運転であり、地

域経済への影響はない。 

土地利用や地域資源

利用 

B－ B－ コミュニティの共有放牧地の一部（10％以下）が発電所用地に転用される。 

社会関係資本や地域

の意思決定機関等の

社会組織 

D D 発電所予定地はコミュニティの共有放牧地であり、社会資本や意思決定機関は所

在しない。 

既存の社会インフラ

や社会サービス 

D D 発電所予定地はコミュニティの共有放牧地であり、社会インフラ、社会サービス

はない。 

貧困層・先住民族・少

数民族 

C C 発電所予定地はコミュニティの共有放牧地であり、貧困層、先住民族・少数民族

は居住していない。ただし、発電所予定地内の住戸のうち一部は地元コミュニテ

ィのメンバーでない遊牧民の住戸の可能性があるが、現時点では明らかでない。

発電所建設後の遊牧民の土地利用についてはコミュニティと遊牧民の今後の協

議により決定される。 

被害と便益の偏在 C C 発電所予定地はコミュニティの共有放牧地である。共有地内の遊牧民の土地利用

については、コミュニティと遊牧民の今後の協議により決定される。 

文化遺産 D D 発電所予定地はコミュニティの共有放牧地であり、文化遺産はない。 

地域内の利害対立 C C 発電所予定地はコミュニティの共有放牧地である。共有地内の遊牧民の土地利用

については、コミュニティと遊牧民の今後の協議により決定される。 

水利用・水利権・入会

権 

C C 工事中に少量の地下水を取水するが、運転開始後は無人であり、水利用はない。

発電所予定地はコミュニティの共有放牧地である。共有地内の遊牧民の土地利用

については、コミュニティと遊牧民の今後の協議により決定される。 
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公衆衛生 B－ D 工事中は作業員休憩所からのし尿及び排水が発生する。運転開始後は無人であ

り、し尿及び排水の発生はない。 

災害、HIV/AIDS のよ

うな感染症 

B－ D 発電所の建設では、災害をもたらすおそれがある大規模な土地改変は行われな

い。建設時の作業員については地域外からの人の異動を伴うため、感染症をもた

らすおそれがある。発電所運転開始後は無人運転で、検査及び維持管理のための

人の出入りも多くないため、感染症をもたらすおそれはないと考えられる。 

自然環境 地形・地質 B－ D 建設工事に伴い、多少の表面地質の改変が生じる。運転開始後は、土地改変がな

いため影響はない。 

土壌浸食 B－ B－ 発電所の建設に伴い、裸地が生じて土壌浸食が生じるおそれがある。運転開始後

も、工事中に生じた裸地が放置されると土壌浸食が継続するおそれがある。 

地下水 D D 工事用水として少量の地下水採取は行われる見込みであるが、運転開始後は無人

であり地下水採取はない。 

湖沼・河川状況 D D 発電所予定地及びその周辺には湖沼・河川は存在しない。 

動植物、生物多様性 D D 発電所予定地は放牧地であり、動植物、生物多様性への影響はない。 

国立公園 D D 発電所予定地及び周辺には国立公園は存在しない。 

その他の自然保護区 D D 発電所予定地及び周辺には国立公園以外の自然保護区の設定はない。 

景観 D D 建設工事に伴い、景観に変化が生じるが、発電所周辺には眺望地点はない。 

地球温暖化 B－ A＋ 工事時は建設機械、工事車両の運転に伴い二酸化炭素が排出される。運転開始後

は温室効果ガスの排出はなく、火力発電により発電を行う場合と比較して温室効

果ガス排出量を減らすことができる。 

汚染対策 大気汚染 B－ D 発電所建設時には、建設機械及び工事車両の運転に伴い、発電所周辺及び資機材

運送用道路沿線では粉じんが発生する。運転開始後は運行車両数が少なく、粉じ

んによる影響はほとんどない。 

水質汚濁 B－ D 工事中には、建設機械等からの少量の油分流出等が、周辺の水域環境に影響をも

たらすおそれがある。また、工事中は建設作業員の休憩所及び事務所からの生活

排水が周辺の水域環境に影響をもたらすおそれがある。運転開始後は無人運転で

あり、排水は生じない。 

土壌汚染 D D 工事中及び運転開始後ともに、土壌汚染を生じる物質の利用はなく、土壌汚染を

生じるおそれはない。 
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 廃棄物 B－ D 工事中には建設工事に伴う各種廃棄物が排出される。運転開始後は、無人運転で

あり廃棄物の発生はない。なお、独立型のソーラーホームシステム（SHS）と異

なる系統連系太陽光発電であり、現時点では鉛蓄電池の使用は予定されていな

い。 

騒音・振動 B－ D 建設中は、建設機械、工事車両等の運転により騒音・振動を生じる。運転開始後

は、騒音、振動は発生しない。 

地盤沈下 D D 工事中に使用する水量はわずかであり、運転開始後は水の使用はない。 

悪臭 D D 工事中及び運転開始後に悪臭を発生する物質の使用はない。 

事故 B－ D 建設作業中の事故等が発生するおそれがある。運転開始後は、無人であり、定期

的な検査及び維持管理業務のみで事故が生じる可能性は皆無である。 

A＋/－：重大な良い/悪い影響が予想される 

B＋/－：ある程度の良い/悪い影響が予想される 

C＋/－：影響の程度が不明である 

D＋/－：影響はない 
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表４－３ 電源送電線のスコーピング 

 

分類 影響項目 評価 評価理由 

調査・ 

工事中 

運転開始時

社会環境 非自発的住民移転 C D 発電所地点から既存送電線までの送電線建設ルート沿いの村落、住戸の存在状況が

不明である。運転開始後に住民移転が生じることはない。 

雇用や生計手段等

の地域経済 

B+ D 建設時には、雇用機会の増加、作業員の食糧等各種生活用品の購入等により地域経

済や住民の暮らしに正の影響が期待される。運転開始後は、無人であるため影響は

ない。 

土地利用や地域資

源利用 

C C 発電所地点から既存送電線までの送電線建設ルート沿いの土地利用及び地域資源の

賦存状況が不明である。 

社会関係資本や地

域の意思決定機関

等の社会組織 

C C 発電所地点から既存送電線までの送電線建設ルート沿いの社会資本の整備状況、地

方自治体議会、役場等の立地状況が不明である。 

既存の社会インフ

ラや社会サービス 

C C 発電所地点から既存送電線までの送電線建設ルート沿いの社会インフラ、社会サー

ビスの現状が不明である。 

貧困層・先住民族・

少数民族 

C C 発電所地点から既存送電線までの送電線建設ルート沿いの貧困層・先住民族・少数

民族の居住状況が不明である。 

被害と便益の偏在 C C 発電所地点から既存送電線までの送電線建設ルート沿いの集落、土地利用、産業等

の状況が不明である。 

文化遺産 C C 発電所地点から既存送電線までの送電線建設ルート沿いの文化遺産の所在は不明で

ある。 

地域内の利害対立 C C 発電所地点から既存送電線までの送電線建設ルート沿いの土地利用、産業活動等は

不明である。 

水利用・水利権・入

会権 

B－ D 建設時には、送電線建設工事、建設作業員の宿舎や事務所等が水を使用する。この

ため、水利用や水利権についてある程度の影響を生じることがある。運転開始後は

水を使用しない。 

公衆衛生 B－ D 建設時は仮設設備により建設作業員のし尿処理等を行うため、周辺の公衆衛生にあ

る程度の影響を生じることがある。運転開始後は無人で運転されるため影響はない。 
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災害、HIV/AIDS の

ような感染症 

B－ D 送電線の建設では、災害をもたらすおそれがある大規模な土地改変は行われない。

建設時の作業員については地域外からの人の異動を伴うため、感染症をもたらすお

それがある。運転開始後は無人で運転されるため影響はない。 

自然環境 地形・地質 B－ D 送電線の建設に伴い、一定規模の土地改変が行われ、地形及び表面地質の改変が生

じる。運転開始後は土地改変がない。 

土壌浸食 B－ B－ 送電線の建設に伴い、裸地が生じて土壌浸食が生じるおそれがある。運転開始後も、

工事中に生じた裸地が放置されると土壌浸食が継続するおそれがある。 

地下水 C D 送電線建設工事の用水計画が未定である。運転開始後は水の使用、排水はない。 

湖沼・河川状況 C D 送電線建設工事の用水計画が未定である。運転開始後は水の使用、排水はない。 

動植物、生物多様性 C D 発電所地点から既存送電線までの送電線建設ルート沿いの動植物及び生物多様性の

状況は不明である。 

国立公園 C C 発電所地点から既存送電線までの送電線建設ルート沿いの国立公園の所在は不明で

ある。（発電所の周囲数十㎞の範囲には国立公園はない。） 

その他の自然保護

区 

C C 発電所地点から既存送電線までの送電線建設ルート沿いの国立公園以外の自然保護

区の設定状況は不明である。（発電所の周囲数十㎞の範囲には自然保護区はない。） 

景観 C C 送電線の建設に伴い、景観に変化が生じる。発電所地点から既存送電線までの送電

線建設ルート沿いの眺望地点の有無は不明である。 

地球温暖化 B－ D 工事時は建設機械、工事車両の運転に伴い二酸化炭素が排出される。運転開始後は

二酸化炭素の排出はない。 

汚染対策 大気汚染 B－ D 工事中は建設機械、工事車両から排気ガスが排出される。運転開始後は排気ガスの

排出はない。 

水質汚濁 B－ D 工事中には、建設機械等からの少量の油分流出、基礎工事における降雨時の雨水排

水等が、周辺の水域環境に影響をもたらすおそれがある。建設作業員の宿舎及び事

務所からの生活排水が水質汚濁をもたらすおそれがある。運転開始後は排水の排出

はない。 

土壌汚染 D D 土壌汚染の原因となる化学物質等は使用しない。 

廃棄物 B－ D 工事中には建設工事に伴う各種建設廃棄物が排出される。運転開始後は廃棄物の排

出はない。 

騒音・振動 B－ D 建設中は、建設機械、工事車両等の運転が騒音・振動を生じる。運転開始後は騒音

及び振動の発生はない。 
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地盤沈下 D D 地盤沈下の原因となる大規模な掘削工事、大量の地下水のくみ上げはない。 

悪臭 D D 悪臭の原因となる物質は使用しない。 

事故 B－ D 建設作業中の事故等が発生するおそれがある。運転開始後は無人であり、事故の発

生はない。 

A＋/－：重大な良い/悪い影響が予想される 

B＋/－：ある程度の良い/悪い影響が予想される 

C＋/－：影響の程度が不明である 

D＋/－：影響はない 
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（2）TOR 案 

表４－４に環境社会配慮調査の TOR 案を示す。本プロジェクトでは住民移転が想定されて

いるため、本格調査において簡易住民移転計画（Abbreviated RAP）案を作成し、ステークホ

ルダー協議を実施する必要がある。また、国際協力機構環境社会配慮ガイドラインに基づき、

環境チェックリスト及びモニタリングフォーム案を作成する。 

 

表４－４ 太陽光発電所及び電源送電線の TOR 案 

環境項目 調査項目 調査手法 

非自発的住民移転 発電所地点及び送電線ルート周辺の住

居、学校、病院等の現状調査、移転回避

策の検討及び簡易住民移転計画

（Abbreviated RAP）案の作成 

①既存資料調査 

②現地踏査及びヒアリング 

③簡易住民移転計画作成 

 

雇用や生計手段等

の地域経済 

発電所地点及び送電線ルート周辺のコ

ミュニティの産業、就業状況等の現状調

査、影響の検討 

①既存資料調査 

②現地踏査及びヒアリング 

 

土地利用や地域資

源利用 

発電所地点及び送電線ルート周辺の土

地利用や地域資源状況の現状調査、影響

評価、緩和策の検討及びモニタリング計

画の策定 

①既存資料調査 

②現地踏査及びヒアリング 

③緩和策及びモニタリング計画作

成 

社会関係資本や地

域の意思決定機関

等の社会組織 

送電線ルート周辺の社会資本の整備状

況、地方自治体議会、役場等の立地状況

の現状調査及び影響の検討 

①既存資料調査 

②現地踏査及びヒアリング 

既存の社会インフ

ラや社会サービス 

送電線ルート周辺の社会インフラ、社会

サービスの現状調査及び影響の検討 

①既存資料調査 

②現地踏査及びヒアリング 

貧困層・先住民

族・少数民族 

発電所地点及び送電線ルート周辺の貧

困層・先住民族・少数民族の現状調査及

び影響の検討 

①既存資料調査 

②現地踏査及びヒアリング 

被害と便益の偏在 発電所地点及び送電線ルート周辺の集

落、土地利用、産業等の現状調査及び影

響の検討 

①既存資料調査 

②現地踏査及びヒアリング 

文化遺産 送電線ルート周辺の文化遺産の登録、保

全地区の指定状況及び影響の検討 

①既存資料調査 

②現地踏査及びヒアリング 

地域内の利害の対

立 

発電所地点及び送電線ルート周辺の土

地利用、産業活動、民族等の現状調査及

び影響の検討 

①既存資料調査 

②現地踏査及びヒアリング 

水利用・水利権・

入会権 

発電所地点及び送電線ルート周辺の水

利用・水利権・入会権の現状調査 

①既存資料調査 

②現地踏査及びヒアリング 

公衆衛生 発電所地点及び送電線ルート周辺の集

落の分布状況の調査、し尿処理対策、影

響の検討及びモニタリング計画の策定 

①既存資料調査 

②現地踏査及びヒアリング 

③先行事例調査 

④し尿処理対策及びモニタリング

計画の策定 
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災害、HIV/AIDS の

ような感染症 

発電所地点及び送電線ルート周辺の集

落の分布状況の調査及び感染症対策の

検討 

①既存資料調査 

②現地踏査及びヒアリング 

③先行事例調査 

地形・地質 発電所地点及び送電線ルート周辺の地

形、地質、土地利用状況の現状調査及び

影響の検討 

①既存資料調査 

②現地踏査及びヒアリング 

土壌浸食 発電所地点及び送電線ルート周辺の地

形、地質、降雨量等の現状調査、表土保

全対策及び影響の検討、モニタリング計

画の策定 

①既存資料調査 

②現地踏査及びヒアリング 

③先行事例調査 

④緩和策及びモニタリング計画策

定 

地下水 発電所地点及び送電線ルート周辺の地

下水の賦存状況の調査 

①既存資料調査 

②現地踏査及びヒアリング 

湖沼・河川状況 送電線ルート周辺の湖沼・河川状況の調

査 

①既存資料調査 

②現地踏査及びヒアリング 

動植物、生物多様

性 

送電線ルート周辺の動植物及び生物多

様性の現状調査及び影響の検討 

①既存資料調査 

②現地踏査及びヒアリング 

国立公園 送電線ルート周辺の国立公園の指定状

況及び影響の検討 

①既存資料調査 

②現地踏査及びヒアリング 

その他の自然保護

区 

送電線ルート周辺の各種保全地域の指

定状況と影響の検討 

①既存資料調査 

②現地踏査及びヒアリング 

景観 送電線ルート周辺の眺望地点の調査及

び影響の検討 

①既存資料調査 

②現地踏査及びヒアリング 

地球温暖化 モロッコの系統電力の温室効果ガス排

出係数の調査 

①既存資料調査 

②温室効果ガス排出削減量の試算

大気汚染 排出基準の調査及び建設時の大気汚染

対策の検討及びモニタリング計画の策

定 

①既存資料調査 

②類似事例調査 

③建設時の大気汚染対策及び大気

モニタリング計画の策定 

水質汚濁 排水基準の調査、建設時の生活排水処理

技術の検討及びモニタリング計画の策

定 

①既存資料調査 

②類似事例調査 

③建設時の生活排水処理対策及び

排水モニタリング計画の策定 

廃棄物 建設時の産業廃棄物の発生及び処理対

策（リサイクルを含む）の検討、モニタ

リング計画の策定 

①類似事例調査 

②建設時の廃棄物処理対策及びモ

ニタリング計画の策定 

騒音・振動 発電所地点及び送電線ルート周辺の住

居、学校、病院等の現状調査、影響評価、

緩和策の検討、モニタリング計画の策定

①既存資料調査 

②現地踏査及びヒアリング 

③建設時の騒音・振動の予測 

④建設時の騒音・振動の緩和策及

びモニタリング計画の策定 

 

（3）本格調査（フィージビリティ調査）にあたっての留意事項 

本格調査の実施にあたっては次の事項に留意する必要がある。 

■ モロッコの環境影響評価法は環境影響評価書の地元住民意見聞き取り手続きについて
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地元の州政府の環境影響評価委員会事務局が行う旨規定している。しかしながら、ワ

ルザザート太陽熱発電所計画の環境影響評価において世界銀行のセーフガードポリシ

ーに従って事業者自身による地元住民意見聴取手続きも実施している。本プロジェク

トについてもワルザザート太陽熱発電所計画と同様に MASEN 自身も地元住民意見聞

き取り手続きを行う意向である。 

■ 太陽光発電所開発は MASEN が行うが、電源送電線の建設・運転は ONEE が行う計画

である。このため、MASEN をカウンターパートとする本フィージビリティ調査におけ

る環境影響評価の対象事業は太陽光発電所開発に限定される。しかしながら、電源送

電線の建設は、太陽光発電所開発と一体不可分の開発行為であることから、本フィー

ジビリティにおいて初期環境評価を行い環境社会に対する深刻な影響が生じないこと

を確認する必要がある。 
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第５章 F/S 本体調査の概要と留意事項 
 

５－１ 要請内容及びその妥当性の確認 

（1）要請内容 

モロッコ政府が「太陽エネルギー計画」の推進・実行を担う MASEN を通してわが国に要

請した内容は、アインベニマタル地域における太陽光発電事業に関する F/S 調査及びカウンタ

ーパート機関の PV プロジェクト実施能力であり、その詳細は以下のとおり。 

 

・アインベニマタルの PV 発電に関する F/S の内容 

発電所・送電網との連系・維持管理等に関する技術的検討、日射量調査、環境社会影響分析、

調達計画策定、経済財政分析等 

 

・カウンターパート機関の PV プロジェクト実施能力強化の内容 

調達管理能力、事業実施管理能力、維持管理能力 

 

（2）妥当性の確認 

以下に示すように、本プロジェクトの妥当性は、現時点で十分に高いと判断される。 

 

① 先方政府の政策との整合性 

モロッコは石油資源への依存度を徐々に下げるべく、再生可能エネルギー開発を重視し

ており、2020 年までに、風力及び太陽エネルギーでそれぞれ 2,000MW の実現を目標として

いる。特に太陽エネルギーセクターについては、地方部の産業育成、雇用創出の文脈から

もモロッコ政府はその促進に力を入れている。 

本プロジェクトは、上位目標として「モロッコ太陽エネルギー計画への貢献」「対象地域

における電力へのアクセス向上」「対象地域における産業振興」を掲げており、これは 2010

年に設定された国家戦略であるモロッコ太陽エネルギー計画（Moroccan solar plan of 200 

MW by 2020）とも整合性が取れている。 

 

② 日本政府の援助政策との整合性 

北アフリカについてはアラブの春を受け、日本政府としてガバナンス、雇用創出、人材

育成の 3 分野を重点と位置付けているが、本プロジェクトは雇用創出及び人材育成に資す

るものである。モロッコにおける協力プログラムの中では、地方部における産業育成の観

点から、産業振興プログラムとして位置づけられると同時に、再生可能エネルギー促進と

して、気候変動対策にも合致する。 

また、太陽光分野については累次のハイレベル協議にて協力可能性に言及がなされてい

るが、同分野での協力案件の実現は、2010 年に両国間で結ばれた「MOC」を具体化するも

のである。 
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５－２ F/S 調査の内容 

R/D 協議において、MASEN と合意している調査内容は以下のとおりである。特に留意すべき項

目については、「５－３ F/S 調査における留意事項」において記述する。 

 

（1）電力セクターの概要、モロッコにおける開発計画の確認、並びに太陽光発電所の開発妥当

性の検証 

1）電力セクターと再生可能エネルギー導入の現状レビュー 

2）再生可能エネルギー開発計画の現状レビュー 

3）太陽エネルギー（PV、CSP）開発計画の現状と PV 導入の最新状況レビュー 

4）再生可能エネルギー発電設備の系統連系に係る規制の確認 

5）他ドナーによるエネルギーセクター（特に再エネ）協力の方針 

（2）F/S 候補サイトにおける以下の基礎情報収集 

1）代表的な 1 年間における日射量データ（GHI と DNI）の検討 

2）気象条件（温度、降水量、雷、風速他） 

3）地理的条件、地質状況、耐震設計の必要性 

4）用地利用状況並びに将来計画 

5）プロジェクトサイト周辺のインフラ（既存並びに将来計画） 

6）既存電力設備（変電所、送電線）の状況と増強計画 

（3）技術的 F/S 調査 

1）アインベニマタル地域の他候補サイトについての MASEN 調査結果のレビュー 

2）PV、蓄電システムに関して、（モロッコにおいて）適用可能な技術の比較検証（費用対効

果、技術の成熟度、効率、経年劣化、温度特性他）と最新の市場動向 

3）PV 発電所の発電容量についての提案 

4）土木・基礎工事（仮設を含む） 

5）PV 発電所のサイトレイアウト 

6）PV アレイの最適傾斜角についての検討 

7）系統連系の方法 

8）電圧・周波数変動、短絡電流など系統連系による影響調査と緩和策の検討（ミニッツの

ANNEX-IV に記載のある項目につき、PSS/E により解析） 

9）調達資機材についての仕様 

10）モロッコの環境に適した主要機材（PV モジュール、パワコン他）の仕様提案 

11）監視制御装置についての提案 

12）PV 発電所と系統連系設備の設計条件、概略設計 

（4）経済財務的 F/S 調査 

1）（蓄電装置の有無それぞれのケースで）プロジェクトコストの積算 

2）均等化発電原価（Levelized Cost Of Energy：LCOE）に基づく経済財務的フィージビリテ

ィの検証 

3）PV システムの普及促進制度の必要性（上記 2）が低い場合） 

4）蓄電装置の有無に関する比較検証 

5）年度毎の資金計画の提案〔運用・整備（Operation and Maintenance：O&M）予算を含む〕 
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（5）モロッコ側による EIA 報告書の作成、関連手続き支援 

1）モロッコ国内での環境社会配慮に関する規制、手続きの確認 

2）スコーピングドラフトと最終 TOR の準備 

3）EIA 報告書の作成支援 

4）MASEN による LARAP のレビュー、JICA の環境社会配慮ガイドラインへの準拠確認 

5）環境社会配慮に関する現地ステークホルダーとの公開協議の開催支援 

6）モニタリング計画の策定支援 

（6）ローカルコンテンツ（機材、サービス、投資他）のポテンシャル調査 

1）モロッコにおける PV 産業のバリュー・チェーン分析と、ローカルコンテンツの達成目標 

2）ローカルコンテンツ強化に向けたロードマップの提案 

（7）プロジェクトの運営維持管理に必要な取り決め事項の検証と提案 

1）プロジェクト実施体制の提案（組織、役割、責任分担等） 

2）MASEN 等関係機関の技術的水準の確認 

3）運営維持管理体制の提案 

（8）プロジェクトの実施スケジュールと調達パッケージの提案 

（9）温室効果ガス削減効果の削減検証と炭素クレジットの有効活用に向けた提案 

 

５－３ F/S 調査における留意事項 

（1）調査対象地域、発電所規模 

MASEN ではアインベニマタル地域での開発を優先案件として、日射量測定など一部の調査

を既に開始しているが、全国のポテンシャルマップを作成する過程において、近隣の 2 サイ

ト（Beni Guil、Gourrama）についてもセカンドプライオリティの候補として検討している。

今後 MASEN の直営にて Pre-F/S レベルの調査を実施する予定であることから、本体調査では

当該 Pre-F/S 内容をレビューし、F/S 対象地域を確定したうえで調査を進める必要がある。現

時点で確認されている各サイトの情報は以下のとおりである。 

 

表５－１ F/S 対象候補サイト情報 

サイト名 ① Ain Beni Mathar ② Beni Guil ③ Gourrama 

位置 北緯 34°06′ 

西経 2°15′ 

海抜 1,025m 

Ain Beni Mathar より

約 50km 

海抜 1,280m 

Ain Beni Mathar より

約 300km 

海抜 1,440m 

サイトアクセス 国道（舗装道路） 国道（舗装道路） 県 道 か ら 分 岐 約

50km 

変電所アクセス 225kV：約 8km 

400kV：約 60km 

225kV：約 70km 

400kV：約 60km 

225kV：約 100km 

 

年間日射量8 2,191 kWh/m2（DNI）

1,941 kWh/m2（GHI）

2,230 kWh/m2（DNI）

2,015 kWh/m2（GHI）

2,315 kWh/m2（DNI）

2,073 kWh/m2（GHI）

水アクセス 地下水源あり 同左 地下水源なし 

                                                        
8 Ain Beni Mathar以外のサイトについては、衛星観測データを補正して算出（実測なし）しているため、単純に比較することは

できない。 
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なお、当初要請されていたアインベニマタル地域全体の M/P は存在せず、対象地域内で PV

と CSP をどのように配置するのかも未定であり、またそれぞれの導入容量についても白紙の

状況である。アインベニマタル地域全体の開発（400MW）を想定した場合、系統に与えるイ

ンパクトは負荷追従性のない PV の方が CSP に比べ大きくなることから、本体調査ではまず

PV（蓄電設備なし）の導入可能容量を検討する。当該サイトは、MASEN の調査結果による

と9、直達日射量（DNI）が年間 2,191kWh/m2、全天日射量（GHI）が年間 1,941kWh/m2 とワル

ザザート10等の他サイトと比べ DNI は小さいが GHI が相対的に大きいため、MASEN としても

可能な限り PV の導入を検討したいとの意向である。 

PV 導入可能容量が開発規模に対して比較的小さい（50MW 程度以下）場合は、導入可能容

量を FS 対象規模として、発電所コンプレックス内で適切な PV 設備の配置計画を検討する。

PV 導入可能容量が大きく F/S 対象規模の決定が困難な場合には、5MW 程度のユニットにて

概略設計を行い、発電容量を柔軟に計画できるよう配慮しつつ、経済財務分析並びに資金計

画の観点から、現実的な発電規模を提案するシナリオが想定される。 

 

（2）系統連系による影響調査 

PV 発電所の連系により、グリッドに与える影響を調査・確認する必要があるが、MASEN

では ONEE との事前取り決めにより、具体的な調査項目（電圧・周波数変動、高潮波、安定

度他）を TOR としてリストアップしており（ミニッツ ANNEX-IV）、F/S 調査においては潮流

解析（PSS/E）によりこれら項目を確認することが要請されている。なお、ONEE にて実施中

の「再生可能エネルギー導入時のグリッドへのインパクト調査（スペイン無償）」については、

風力発電のみ検討対象となっているとのことである。 

系統連系の方法としては、プロジェクトサイトから約 10km 離れた ISCC 内の変電所 225kV

二重母線に連系するのが第 1 案である（図５－１）。なお、同変電所は常時無人監視の体制で

あり、Bourdim にある地方給電指令所から遠隔監視制御されている。225kV 系統に与える影響

が規定値を超え、十分な PV 発電容量を確保できない場合には、代替案としてプロジェクトサ

イトから約 60km 離れた Bourdim 変電所（400/225kV）の 400kV 側に連系することも検討する

（第 2 案）。ONEE によると、JERADA 石炭火力発電所の建設に伴い、Bourdim 変電所まで 400kV

送電線が新設される予定であり、これにより 400kV 系統はより高い安定度を確保できる。 
 
  

                                                        
9 サイトでの過去1年間の測定結果を利用して、過去20年間の衛星観測データを補正し算出したもの。 
10 日射量データベースMeteonorm（2011）によると、DNI＝2,701kWh/m2、GHI＝2,186kWh/m2。 
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（出所：ONEE入手資料に調査団にて加筆） 

 

図５－１ 想定される系統連系の方法 

 

（3）ローカルコンテンツ 

F/S 調査の内容として、MASEN から追加で要請された項目であり、関係機関との協議を通

じて、国内の太陽エネルギー産業の育成による雇用促進に向けた期待を強く感じた。日本に

おける PV 産業は、シリコン原材料の調達・加工、PV セルの製造、PV モジュール（並びにそ

の他関連機器）の製造、システム設計、工事、維持管理に至る上流から下流までのバリュー

チェーンが完成しているが、後発組のモロッコにおいては、海外企業とのし烈な国際競争を

現実的に想定し、どの工程に強みを発揮できるか検討する必要がある。 

ドイツフラウンホーファー研究所の調査11によると、主要機材（PV モジュール、パワコン

他）の製作は実現可能であるが投資リスクが高く、PV アレイの架台、基礎工事、電気工事と

いった従来技術を比較的応用可能な部分の設計・工事技術や、プロジェクト全体の計画、竣

工後の維持管理技術等はローカルコンテンツとして展望できるとしている。ワルザザートの

フェーズ 3 事業において、MASEN が維持管理業務を単純に外部委託するのではなく、維持管

理によって得られるノウハウを組織内に蓄積すれば、今後アフリカ域内の類似事業において、

競争力のある技術を獲得する好機と思われる。このため、事業竣工から 2 年程度までを契約

業者からのアフター・サポートが得られる期間と設定し、その間に現地技術者に必要なトレ

                                                        
11 “Support for Moroccan Solar Plan Solar Technologies in Morocco – Industry and Value Chain Assessment（2012）” 
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ーニングを施すといったアレンジができれば理想的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔出所：Support for Moroccan Solar Plan Solar Technologies in Morocco – Industry and Value Chain Assessment（2012）〕 

 

図５－２ PV 発電所開発のバリューチェーンと想定されるローカルコンテンツ 

 

（4）機材投入の必要性 

当初要請されていた気象データ測定については、本調査スキームにて機材供与が不可能と

なる点を説明したところ、スコープの対象外とすることで合意を得た。よって、本調査では

特定機材の供与は想定していない。（調査に必要と考えられる機材については、コンサルタン

トによる借上費または損料の計上を想定） 
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（5）協力期間 

MASEN としては、類似の F/S 調査を 3 カ月程度で完了した経験があり、できるだけ早期に

調査を完了したいとの意向であるが、これは当初のスケジュール（2016 年に発電所運転開始）

を遵守するためではなく、可能な限り早く系統への影響調査を完了し、ONEE による系統拡充

工事を依頼する必要があるためである。調査団としては成果品の品質確保の観点から、最短

で 11～13 カ月程度は必要となることを説明している。 
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